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議案第 ７９ 号  
 
 
   流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  
 流山市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
提案理由 平成２９年４月１日から建築基準法に基づく特定行政庁とな  

ることに伴う同法及び関係法律に基づく事務に係る手数料の額  
並びに流山都市計画高度地区の変更による建築物等の高さ制限  
の緩和に係る特例措置について手数料の額を定め、又は改定す  
るほか、条文の整備を行うためである。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   流山市手数料条例の一部を改正する条例 

 流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第２条の見出し中「、区分、単位」を削り、同条中「、区分、単位」 

を削り、「別表のとおりとする」を「別表第１に定めるところによる」に 

改める。 

第６条第１項第３号及び第４号中「請求」を「申請」に改め、同条第 

３項を削る。 

 別表を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料を徴収する事務の区分及び金額 

税関係 別表第２に定めるところによる。 

戸籍及び住民基本台帳関係 別表第３に定めるところによる。 

流山市印鑑条例（昭和５６年流山市条例
第２５号）関係 

別表第４に定めるところによる。 

行政手続における特定の個人を識別する
た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 (平 成
２５年法律第２７号)関係 

別表第５に定めるところによる。 

狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７
号）関係 

別表第６に定めるところによる。 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律（平成１４年法律第８８号）
関係 

別表第７に定めるところによる。 

千葉県知事の権限に属する事務の処理の
特例に関する条例（平成１２年千葉県条
例第１号）に基づく屋外広告物法（昭和
２４年法律第１８９号）関係  

別表第８に定めるところによる。 

建築基準法関係  別表第９に定めるところによる。 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律
（平成２０年法律第８７号）関係  

別表第１０に定めるところによる。 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平
成２４年法律第８４号）関係  

別表第１１に定めるところによる。 

千葉県知事の権限に属する事務の処理の
特例に関する条例に基づく建築基準法施
行条例（昭和３６年千葉県条例第３９号）
関係  

別表第１２に定めるところによる。 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律（平成２７年法律第５３号）関
係  

別表第１３に定めるところによる。 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）
関係  

別表第１４に定めるところによる。 

消防関係  別表第１５に定めるところによる。 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６
号）関係  

別表第１６に定めるところによる。 

その他の事務  別表第１７に定めるところによる。 

 

 



別表第２ 税関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１ 所得に関する証明 １件につき３００円 

２ 納税及び公課に関する証明 １件につき３００円 

３ 資産に関する証明 １件につき３００円 

４ 住宅用家屋証明 １件につき１，３００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３ 戸籍及び住民基本台帳関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 １人につき３００円 

２ 住民票、戸籍の附票、除かれた住民票及び除
かれた戸籍の附票の写しの交付 

１件につき３００円 

３  戸 籍 法 (昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ２ ４ 号 )第 １ ０
条第１項、第１０条の２第１項から第５項まで
若 し く は 第 １ ２ ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 戸 籍 の 謄
本 若 し く は 抄 本 の 交 付 又 は 同 法 第 １ ２ ０ 条 第
１ 項 若 し く は 第 １ ２ ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 磁 気
デ ィ ス ク を も っ て 調 製 さ れ た 戸 籍 に 記 録 さ れ
て い る 事 項 の 全 部 若 し く は 一 部 を 証 明 し た 書
面の交付 

１通につき４５０円 

４ 戸籍法第１０条第１項、第１０条の２第１項
か ら 第 ５ 項 ま で 又 は 第 １ ２ ６ 条 の 規 定 に 基 づ
く戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 

証明事項１件につき３５０円 

５  戸 籍 法 第 １ ２ 条 の ２ に お い て 準 用 す る 同 法
第 １ ０ 条 第 １ 項 若 し く は 第 １ ０ 条 の ２ 第 １ 項
か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 若 し く は 同 法 第 １ ２ ６
条 の 規 定 に 基 づ く 除 か れ た 戸 籍 の 謄 本 若 し く
は 抄 本 の 交 付 又 は 同 法 第 １ ２ ０ 条 第 １ 項 若 し
く は 第 １ ２ ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 磁 気 デ ィ ス ク
を も っ て 調 製 さ れ た 除 か れ た 戸 籍 に 記 録 さ れ
て い る 事 項 の 全 部 若 し く は 一 部 を 証 明 し た 書
面の交付 

１通につき７５０円 

６  戸 籍 法 第 １ ２ 条 の ２ に お い て 準 用 す る 同 法
第 １ ０ 条 第 １ 項 若 し く は 第 １ ０ 条 の ２ 第 １ 項
か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 又 は 同 法 第 １ ２ ６ 条 の
規 定 に 基 づ く 除 か れ た 戸 籍 に 記 載 し た 事 項 に
関する証明書の交付 

証明事項１件につき４５０円 

７  戸 籍 法 第 ４ ８ 条 第 １ 項
(同法第１１７条において
準用する場合を含む。)の
規 定 に 基 づ く 届 出 若 し く
は 申 請 の 受 理 の 証 明 書 の
交 付 又 は 同 法 第 ４ ８ 条 第
２項(同法第１１７条にお
い て 準 用 す る 場 合 を 含
む。)若しくは第１２６条
の 規 定 に 基 づ く 届 書 そ の
他 市 長 の 受 理 し た 書 類 に
記 載 し た 事 項 の 証 明 書 の
交付 

婚姻、離婚、養子
縁組、養子離縁又
は認知の届出の受
理について、請求
により法務省令で
定める様式による
上質紙を用いる場
合によるもの 

１通につき１，４００円 

上記以外のもの １通につき３５０円 

８ 戸籍法第４８条第２項(同法第１１７条にお
いて準用する場合を含む。)の規定に基づく届
書 そ の 他 市 長 の 受 理 し た 書 類 を 閲 覧 に 供 す る
事務 

書類１件につき３５０円 

 

 

 

 

 



別表第４ 流山市印鑑条例関係  

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  流 山 市 印 鑑 条 例 第 ７ 条 第 １ 項 又 は 第 ８ 条 第
２項の規定による印鑑登録証の交付 

１件につき３００円 

２  流 山 市 印 鑑 条 例 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ
る印鑑登録証明書の交付 

１件につき３００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第５ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た
め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に よ る
通 知 カ ー ド 及 び 個 人 番 号 カ ー ド 並 び に 情 報 提
供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に よ る 特 定 個 人 情 報
の提供等に関する省令(平成２６年総務省令第
８５号。以下この表において「省令」という。)
第 １ １ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 カ ー ド の 再
交付(省令第１１条第１項第１号に該当する場
合、同項第４号に該当する場合(行政手続にお
け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用
等に関する法律施行令(平成２６年政令第１５５
号。以下この表において「政令」という。)第
５ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 該 当 し て 通 知 カ ー ド を 返
納した場合を除く。)、省令第１１条第１項第
５号に該当する場合(政令第１５条第１項第１
号 (政 令 第 １ ４ 条 第 ７ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 )
及 び 政 令 第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 し て 個
人番号カードを返納した場合を除く。)、省令
第１１条第１項第６号に該当する場合(政令第
１ ４ 条 第 １ 号 に 該 当 し て 個 人 番 号 カ ー ド を 返
納した場合を除く。)、省令第１１条第１項第
７ 号 に 該 当 す る 場 合 及 び 同 項 第 ９ 号 に 該 当 す
る場合に限る。) 

１件につき５００円 

２  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た
め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 １ ７ 条 第 １
項の規定による個人番号カードの交付(政令第
１４条第２号、第３号、第５号、第６号又は第
９ 号 に 該 当 し て 個 人 番 号 カ ー ド が 失 効 し た 場
合に限る。)及び省令第２８条第１項に規定す
る個人番号カードの再交付 

１件につき８００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第６ 狂犬病予防法関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  狂 犬 病 予 防 法 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 犬
の登録 

１頭につき３，０００円 

２ 狂犬病予防法施行令(昭和２８年政令第２３６
号)第１条の２の規定による犬の鑑札の再交付 

１件につき１，６００円 

３  狂 犬 病 予 防 法 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 狂
犬病予防注射済票の交付 

１件につき５５０円 

４  狂 犬 病 予 防 法 施 行 令 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 狂
犬病予防注射済票の再交付 

１件につき３４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第７ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に
関 す る 法 律 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 鳥 獣 飼 養 登
録票の交付又は更新若しくは再交付 

１件につき３，４００円 

２  鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に
関 す る 法 律 第 ２ ４ 条 の 規 定 に よ る 販 売 禁 止 鳥
獣等販売許可証の交付又は再交付 

１件につき３，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第８ 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に

基づく屋外広告物法関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

千 葉 県 屋 外 広 告 物 条 例
（ 昭 和 ４ ４ 年 千 葉 県 条
例 第 ５ 号 ） に 基 づ く 屋
外広告物許可書の交付 

は り 紙 、 ポ
スター 

許 可 期 間
１月以内 

５０枚につき３８０円 

はり札 許 可 期 間
１年以内 

１０枚につき３８０円 

立看板 許 可 期 間
１年以内 

１枚につき３８０円 
 

アーチ 許 可 期 間
３年以内 

１基につき４，０００円 

旗、のぼり、
横 断 幕 そ の
他の広告幕 

許 可 期 間
１月以内 

１枚につき３８０円 

ア ド バ ル ー
ン 

許 可 期 間
１月以内 

１個につき２，０００円 

自 動 車 を 利
用 す る 広 告
物 

許 可 期 間
１年以内 

１個につき１，１５０円 

電 柱 類 を 利
用 す る 広 告
物 

許 可 期 間
１年以内 

表示面積 1平方
メートル未満の
も の (１ 個 に つ
き) 

３８０円 

表示面積１平方
メートル以上の
も の (１ 個 に つ
き、１平方メー
ト ル ま で ご と
に) 

３８０円 

広告板等 許 可 期 間
３年以内 

表示面積１平方
メートル未満の
も の (１ 個 に つ
き) 

７６０円 

表示面積１平方
メートル以上２
平方メートル未
満 の も の (１ 個
につき) 

１，１５０円 

表示面積２平方
メートル以上５
平方メートル未
満 の も の (１ 個
につき) 

２，０００円 

表示面積５平方
メートル以上の
も の (１ 個 に つ
き、５平方メー
ト ル ま で ご と
に) 

２，０００円 

 

 

 



別表第９ 建築基準法関係  

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  建 築 基
準 法 第 ６
条 第 １ 項
（ 同 法 第
８ ７ 条 第
１ 項 に お
い て 準 用
す る 場 合
を含む。）
の 規 定 に
よ る 建 築
物 に 関 す
る 確 認 の
申 請 又 は
同法第１８
条 第 ２ 項
（ 同 法 第
８ ７ 条 第
１ 項 に お
い て 準 用
す る 場 合
を含む。）
の 規 定 に
よ る 建 築
物 に 関 す
る 計 画 の
通 知 に 対
する審査 

 

確 認 の
申 請 又
は 計 画
の 通 知
に 係 る
計 画 に
建 築 基
準 法 第
８ ７ 条
の ２ の
昇 降 機
に 係 る
部 分 が
含 ま れ
な い 場
合（床 
面 積 の
合 計 の
算 定 方
法 は 、
こ の 表
の 摘 要
１ に よ
る。） 

床面積の合計が１００平方
メートル以内のもの 

１件につき１４，０００円 

床面積の合計が１００平方
メートルを超え、２００平
方メートル以内のもの 

１件につき１６，０００円 

床面積の合計が２００平方
メートルを超え、５００平
方メートル以内のもの 

１件につき３４，０００円 

床面積の合計が５００平方
メートルを超え、１，０００
平方メートル以内のもの 

１件につき６９，０００円 

床面積の合計が１，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
２，０００平方メートル以
内のもの 

１件につき８７，０００円 

床面積の合計が２，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
４，０００平方メートル以
内のもの 

１件につき１４３，０００円 

床面積の合計が４，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
６，０００平方メートル以
内のもの 

１件につき１９５，０００円 

床面積の合計が６，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
８，０００平方メートル以
内のもの 

１件につき２３９，０００円 

床面積の合計が８，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
１０，０００平方メートル
以内のもの 

１件につき２６１，０００円 

床面積の合計が１０，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
２０，０００平方メートル
以内のもの 

１件につき３７４，０００円 

床面積の合計が２０，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
５０，０００平方メートル
以内のもの 

１件につき４７８，０００円 

床面積の合計が５０，０００
平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 
１００，０００平方メート
ル以内のもの 

１件につき６６５，０００円 

床面積の合計が１００，０００
平方メートルを超えるもの 

１件につき９５６，０００円 

確認の申請又は計画の通知に係る計
画に建築基準法第８７条の２の昇降
機に係る部分が含まれる場合 

１ 件 に つ き当 該 昇 降 機 に 係 る
部 分 が 含 まれ な い 場 合 の 手 数
料 の 額 に 、当 該 昇 降 機 に 係 る
部 分 に つ いて 、 こ の 表 の ２ の
項 に よ り 算出 し た 金 額 の 合 計
金額を加算した金額 



２  建 築 基
準法第８７
条 の ２ に
お い て 準
用 す る 同
法 第 ６ 条
第 １ 項 の
規 定 に よ
る 建 築 設
備 に 関 す
る 確 認 の
申 請 又 は
同法第８７
条 の ２ に
お い て 準
用 す る 同
法 第 １ ８
条 第 ２ 項
の 規 定 に
よ る 建 築
設 備 に 関
す る 計 画
の 通 知 に
対する審査 

小荷物専用昇降機以外の建築設備を
設置する場合（確認を受けた建築設
備の計画を変更して建築設備を設置
する場合を除く。） 

１基につき１４，０００円 

小 荷 物 専 用 昇 降 機 を 設 置 す る 場 合
（確認を受けた建築設備の計画を変
更して建築設備を設置する場合を除
く。） 

１基につき１０，０００円 

確認を受けた建築設備の計画を変更
して小荷物専用昇降機以外の建築設
備を設置する場合 

１基につき８，０００円 

確認を受けた建築設備の計画を変更
して小荷物専用昇降機を設置する場
合 

１基につき７，０００円 

３  建 築 基
準法第８８
条 第 １ 項
又 は 第 ２
項 に お い
て 準 用 す
る 同 法 第
６ 条 第 １
項 の 規 定
に よ る 工
作 物 に 関
す る 確 認
の 申 請 又
は 同 法 第
８ ８ 条 第
１ 項 に お
い て 準 用
す る 同 法
第 １ ８ 条
第 ２ 項 の
規 定 に よ
る 工 作 物
に 関 す る
計 画 の 通
知 に 対 す
る審査 

工作物を築造する場合（確認を受け
た工作物の計画を変更して工作物を
築造する場合を除く。） 

１ 工 作 物 につ き １ ７ ， ０ ０ ０
円 

確認を受けた工作物の計画を変更し
て工作物を築造する場合 

１ 工 作 物 につ き １ ０ ， ０ ０ ０
円 

４  建 築 基
準 法 第 ７
条 第 １ 項
の 規 定 に
よ る 完 了
検 査 の 申
請 又 は 同
法第１８ 

建 築 基
準 法 第
７ 条 の
３ 第 １
項 の 特
定 工 程
に 係 る
建築物 

完 了 検
査 の 申
請 又 は
完 了 の
通 知 に
係 る 計
画 に 建
築基準 

床 面 積 の 合 計 が
１ ０ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの  

１件につき１５，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
１ ０ ０ 平 方 メ ー
トルを超え、２００
平 方 メ ー ト ル 以
内のもの  

１件につき２０，０００円 



条 第 １ ６
項 の 規 定
に よ る 完
了 の 通 知
に 対 す る
検査 

で 中 間
検 査 を
し て い
な い 建
築 物 又
は 特 定
工 程 の
な い 建
築 物 の
場合（ 
床 面 積
の 合 計
の 算 定
方法は 
、 こ の
表 の 摘
要 ２ に
よる。） 

法第８７
条 の ２
の 昇 降
機 に 係
る 部 分
が 含 ま
れ な い
場合 

床 面 積 の 合 計 が
２ ０ ０ 平 方 メ ー
トルを超え、５００
平 方 メ ー ト ル 以
内のもの  

１件につき２４，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
５ ０ ０ 平 方 メ ー
トルを超え、１，０００
平 方 メ ー ト ル 以
内のもの  

１件につき４５，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
１，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
２，０００平方メ
ー ト ル 以 内 の も
の  

１件につき５８，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
２，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
４，０００平方メ
ー ト ル 以 内 の も
の  

１件につき１０８，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
４，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
６，０００平方メ
ー ト ル 以 内 の も
の  

１件につき１５０，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
６，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
８，０００平方メ
ートル以内のもの 

１件につき１７９，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
８，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
１０，０００平方
メ ー ト ル 以 内 の
もの  

１件につき１９４，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
１０，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
２０，０００平方
メ ー ト ル 以 内 の
もの  

１件につき２２６，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
２０，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
５０，０００平方
メ ー ト ル 以 内 の
もの  

１件につき２７１，０００円 



 床 面 積 の 合 計 が
５０，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
１００，０００平
方 メ ー ト ル 以 内
のもの  

１件につき３６９，０００円 

床 面 積 の 合 計 が 
１００，０００平 
方 メ ー ト ル を 超 
えるもの 

１件につき５２１，０００円 

  完了検査の申請又は完了の
通知に係る計画に建築基準
法第８７条の２の昇降機に
係る部分が含まれる場合 

１ 件 に つ き当 該 昇 降 機 に 係 る
部 分 が 含 まれ な い 場 合 の 手 数
料 の 額 に 、当 該 昇 降 機 に 係 る
部 分 に つ いて 、 こ の 表 の ５ の
項 に よ り 算出 し た 金 額 の 合 計
金額を加算した金額  

建 築 基
準 法 第
７ 条 の
３ 第 １
項 の 特
定 工 程
に 係 る
建 築 物
で 中 間
検 査 を
し た 建
築 物 の
場合（ 
床 面 積
の 合 計
の 算 定
方法は 
、 こ の
表 の 摘
要 ２ に
よる。） 

完 了 検
査 の 申
請 又 は
完 了 の
通 知 に
係 る 計
画 に 建
築 基 準
法第８７
条 の ２
の 昇 降
機 に 係
る 部 分
が 含 ま
れ な い
場合 

床 面 積 の 合 計 が
１ ０ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの  

１件につき１３，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
１ ０ ０ 平 方 メ ー
トルを超え、２００
平 方 メ ー ト ル 以
内のもの  

１件につき１９，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
２ ０ ０ 平 方 メ ー
トルを超え、５００
平 方 メ ー ト ル 以
内のもの  

１件につき２２，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
５ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え 、  
１，０００平方メ
ートル以内のもの 

１件につき４３，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
１，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、
２，０００平方メ
ー ト ル 以 内 の も
の  

１件につき５６，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
２，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
４，０００平方メ
ー ト ル 以 内 の も
の  

１件につき１０４，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
４，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
６，０００平方メ
ー ト ル 以 内 の も
の  

１件につき１４４，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
６，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
８，０００平方メ
ートル以内のもの 

１件につき１７３，０００円 



床 面 積 の 合 計 が
８，０００平方メ
ー ト ル を 超 え 、  
１０，０００平方
メ ー ト ル 以 内 の
もの  

１件につき１８７，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
１０，０００平方
メートルを超え、
２０，０００平方
メ ー ト ル 以 内 の
もの  

１件につき２１３，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
２０，０００平方
メートルを超え、
５０，０００平方
メ ー ト ル 以 内 の
もの  

１件につき２５８，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
５０，０００平方
メートルを超え、
１００，０００平方
メ ー ト ル 以 内 の
もの  

１件につき３５６，０００円 

床 面 積 の 合 計 が
１００，０００平
方 メ ー ト ル を 超
えるもの  

１件につき５０８，０００円 

  完了検査の申請又は完了の
通知に係る計画に建築基準
法第８７条の２の昇降機に
係る部分が含まれる場合 

１ 件 に つ き当 該 昇 降 機 に 係 る
部 分 が 含 まれ な い 場 合 の 手 数
料 の 額 に 、こ の 表 の ５ の 項 に
よ り 算 出 した 金 額 の 合 計 金 額
を加算した額 

５  建 築 基
準法第８７
条 の ２ に
お い て 準
用 す る 同
法 第 ７ 条
第 １ 項 の
規 定 に よ
る 完 了 検
査 の 申 請
に 対 す る
検 査 又 は
同法第８７
条 の ２ に
お い て 準
用 す る 同
法 第 １ ８
条 第 １ ６
項 の 規 定
に よ る 建
築 設 備 に
関 す る 完
了 の 通 知
に 対 す る
審査 

 

小荷物専用昇降機以外の建築設備を
設置する場合 

１基につき１８，０００円 

小荷物専用昇降機を設置する場合 １基につき１４，０００円 



６ 建築基準法第８ ８条第１項若しくは 第２項に
おいて準用する同 法 第７条第１項の規 定 による
完了検査の申請に 対 する審査又は同法 第 ８８条
第１項若しくは第 ２ 項において準用す る 同法第
１８条第１６項の 規 定による完了の通 知 に対す
る検査 

１ 工 作 物 につ き ２ ０ ， ０ ０ ０
円 

７  建 築 基
準 法 第 ７
条 の ３ 第
１ 項 の 規
定 に よ る
中 間 検 査
の 申 請 又
は 同 法 第
１ ８ 条 第
１ ９ 項 の
規 定 に よ
る 特 定 工
程 の 工 事
の 終 了 の
通 知 に 対
す る 検 査
（ 床 面 積
の合計は 
、 検 査 を
行 う 部 分
の 床 面 積
の 合 計 と
する。） 

床面積の合計が１００平方メートル
以内のもの  

１件につき１３，０００円 

床面積の合計が１００平方メートル
を超え、２００平方メートル以内の
もの  

１件につき１８，０００円 

床面積の合計が２００平方メートル
を超え、５００平方メートル以内の
もの  

１件につき２４，０００円 

床面積の合計が５００平方メートル
を超え、１，０００平方メートル以
内のもの  

１件につき３６，０００円 

床面積の合計が１，０００平方メー
トルを超え、２，０００平方メート
ル以内のもの  

１件につき４９，０００円 

床面積の合計が２，０００平方メー
トルを超え、４，０００平方メート
ル以内のもの  

１件につき１２３，０００円 

床面積の合計が４，０００平方メー
トルを超え、６，０００平方メート
ル以内のもの  

１件につき１５４，０００円 

床面積の合計が６，０００平方メー
トルを超え、８，０００平方メート
ル以内のもの  

１件につき１６７，０００円 

床面積の合計が８，０００平方メー
トルを超え、１０，０００平方メー
トル以内のもの  

１件につき１７６，０００円 

床面積の合計が１０，０００平方メ
ートルを超え、２０，０００平方メ
ートル以内のもの  

１件につき２１７，０００円 

床面積の合計が２０，０００平方メ
ートルを超え、５０，０００平方メ
ートル以内のもの  

１件につき２２８，０００円 

床面積の合計が５０，０００平方メ
ートルを超え、１００，０００平方
メートル以内のもの  

１件につき２６９，０００円 

床面積の合計が１００，０００平方
メートルを超えるもの  

１件につき３３４，０００円 

８ 建築基準法第７ 条の６第１項第１号 若しくは
第２号又は同法第 １ ８条第２４項第１ 号 若しく
は 第 ２ 号 (そ れ ぞ れ 同 法 第 ８ ７ 条 の ２ 又 は 同 法
第８８条第１項若 し くは第２項におい て 準用す
る場合を含む。）の規定による検査済証の交付を
受ける前における 建 築物、建築設備又 は 工作物
の使用の認定の申請に対する審査 

１件につき１２０，０００円 

９ 建築基準法第１ ２条第８項に規定す る台帳に
関する証明 

１件につき３００円 

１ ０  建 築
基 準 法 第

指定の申請 １件につき５０，０００円 



４ ２ 条 第
１ 項 第 ５
号 の 規 定
に よ る 道
の 位 置 の
指 定 等 の
申 請 に 対
する審査 

変更の申請 １件につき５０，０００円 

廃止の申請 １件につき５０，０００円 

１１ 建築基準法第 ４３条第１項ただし 書の許可
の申請に対する審査 

１件につき６９，０００円 

１２ 建築基準法第 ４４条第１項第２号 の許可の
申請に対する審査 

１件につき７３，０００円 

１３ 建築基準法第 ４４条第１項第４号 の許可の
申請に対する審査  

１件につき１６４，０００円 

１４ 建築基準法第 ４８条第１項から第 １３項ま
でのただし書（同 法 第８７条第２項若 し くは第
３項又は同法第８ ８ 条第２項において 準 用する
場合を含む。）の許可の申請に対する審査  

１件につき１８２，０００円 

１５ 建築基準法第 ５１条ただし書（同 法第８７
条第２項若しくは 第 ３項又は同法第８ ８ 条第２
項において準用する場合を含む。）の許可の申請
に対する審査  

１件につき１３２，０００円 

１６ 建築基準法第 ５２条第１０項、第 １１項又
は第１４項の許可の申請に対する審査  

１件につき１８２，０００円 

１７ 建築基準法第 ５３条第５項第３号 の許可の
申請に対する審査  

１件につき６５，０００円 

１８ 建築基準法第 ５５条第２項の認定 の申請に
対する審査  

１件につき３２，０００円 

１９ 建築基準法第 ５５条第３項各号の 許可の申
請に対する審査  

１件につき１８２，０００円 

２０ 建築基準法第 ５６条の２第１項た だし書の
許可の申請に対する審査  

１件につき１８２，０００円 

２１ 建築基準法第 ５７条第１項の認定 の申請に
対する審査  

１件につき３２，０００円 

２２ 建築基準法第 ５９条の２第１項の 許可の申
請に対する審査  

１件につき１８２，０００円 

２３ 建築基準法第 ８５条第５項の許可 の申請に
対する審査  

１件につき１２０，０００円 

２ ４  建 築
基 準 法 第
８ ６ 条 第
１ 項 の 認
定 の 申 請
に 対 す る
審査 

建築物の数が２以下のもの １件につき９１，０００円 

建築物の数が３以上のもの １ 件 に つ き９ １ ， ０ ０ ０ 円 に
建 築 物 の 数か ら ２ を 減 じ た 数
に ３ ０ ， ００ ０ 円 を 乗 じ て 得
た額を加算した額 

２ ５  建 築
基 準 法 第
８ ６ 条 第
２ 項 の 認
定 の 申 請
に 対 す る
審査 

建築物の数(既存建築物の数を除く。
以下この項において同じ。)が１のも
の 

１件につき９１，０００円 

建築物の数が２以上のもの １ 件 に つ き９ １ ， ０ ０ ０ 円 に
建 築 物 の 数か ら １ を 減 じ た 数
に ３ ０ ， ００ ０ 円 を 乗 じ て 得
た額を加算した額 



２ ６  建 築
基 準 法 第
８ ６ 条 第
３ 項 の 許
可 の 申 請
に 対 す る
審査 

建築物の数が２以下のもの １件につき２３０，０００円 

建築物の数が３以上のもの １ 件 に つ き２ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円
に 建 築 物 の数 か ら ２ を 減 じ た
数 に ３ ０ ，０ ０ ０ 円 を 乗 じ て
得た額を加算した額 

２ ７  建 築
基 準 法 第
８ ６ 条 第
４ 項 の 許
可 の 申 請
に 対 す る
審査 

建築物の数(既存建築物の数を除く。
以下この項において同じ。)が１のも
の 

１件につき２３０，０００円 

建築物の数が２以上のもの １ 件 に つ き２ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円
に 建 築 物 の数 か ら １ を 減 じ た
数 に ３ ０ ，０ ０ ０ 円 を 乗 じ て
得た額を加算した額 

２ ８  建 築
基 準 法 第
８ ６ 条 の
２ 第 １ 項
の 認 定 の
申 請 に 対
する審査 

建 築 物 の 数 (一 敷 地 内 認 定 建 築 物 の
数 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同
じ。)が１のもの 

１件につき９１，０００円 

建築物の数が２以上のもの １ 件 に つ き９ １ ， ０ ０ ０ 円 に
建 築 物 の 数か ら １ を 減 じ た 数
に ３ ０ ， ００ ０ 円 を 乗 じ て 得
た額を加算した額 

２ ９  建 築
基 準 法 第
８ ６ 条 の
２ 第 ２ 項
の 許 可 の
申 請 に 対
する審査 

建 築 物 の 数 (一 敷 地 内 認 定 建 築 物 の
数 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同
じ。)が１のもの 

１件につき２３０，０００円 

建築物の数が２以上のもの １ 件 に つ き２ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円
に 建 築 物 の数 か ら １ を 減 じ た
数 に ３ ０ ，０ ０ ０ 円 を 乗 じ て
得た額を加算した額 

３ ０  建 築
基 準 法 第
８ ６ 条 の
２ 第 ３ 項
の 許 可 の
申 請 に 対
する審査 

建 築 物 の 数 (一 敷 地 内 許 可 建 築 物 の
数 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同
じ。)が１のもの 

１件につき２３０，０００円 

建築物の数が２以上のもの １ 件 に つ き２ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円
に 建 築 物 の数 か ら １ を 減 じ た
数 に ３ ０ ，０ ０ ０ 円 を 乗 じ て
得た額を加算した額 

３１ 建築基準法第 ８６条の５第１項の 認定又は
許可の取消しの申請に対する審査 

１ 件 に つ き８ ， ０ ０ ０ 円 に 現
に 存 す る 建 築 物 の 数 に 
１ ３ ， ０ ００ 円 を 乗 じ て 得 た
額を加算した額 

３２ 建築基準法第 ８６条の８第１項の 規定によ
る認定の申請に対する審査 

１件につき１２０，０００円 

３３ 建築基準法第 ８６条の８第３項の 規定によ
る変更の認定の申請に対する審査 

１件につき１２０，０００円 

３４ 建築基準法施 行令第１３７条の１ ６第２号
の規定による認定の申請に対する審査 

１件につき３２，０００円 

摘要１ 
（１）建築物を建築する場合（摘要１（２）に規定する場合及び移転する場合を除

く。）の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積について算定する。 
（２）確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（移転する場合

を除く。）の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の合計の２分
の１（床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積）につい
て算定する。 

（３）建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその
用途を変更する場合（摘要１（４）に規定する場合を除く。）の床面積の合計は、



当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の２分の１につい
て算定する。 

（４）確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若
しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合の床面積の合計は、
当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１について算定する。 

摘要２ 
（１）建築物を建築した場合（移転した場合を除く。）の床面積の合計は、当該建築

に係る部分の床面積について算定する。 
（２）建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

の床面積の合計は、当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の２
分の１について算定する。 

 



別表第１０ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１ 長期 
優良住
宅の普
及の促
進に関
する法
律第５
条第１
項から
第３項
までの
規定に
よる長
期優良
住宅建
築等計
画の認
定の申
請に対
する審
査 

申請に 
係 る 長
期 優 良
住 宅 建
築 等 計
画 が 、
住 宅 の
品 質 確
保 の 促
進 等 に
関 す る
法律( 
平成１１
年 法 律
第 ８ １
号 )第
５ 条 第
１ 項 に
規 定 す
る 登 録
住 宅 性
能 評 価
機関( 
以下「 
登 録 住
宅 性 能
評 価 機
関 」 と
いう。)
に よ り
長 期 優
良 住 宅
の 普 及
の 促 進
に 関 す
る 法 律
第 ６ 条
第 １ 項
各 号 に
掲 げ る
認 定 基
準 (以
下 「 認
定基準 
」 と い
う 。 )
に 適 合
し て い
る と 認
め ら れ
た も の
で あ る
場合 

新 
築 

一戸建ての住宅 １棟につき６，０００円 

共同住宅、長屋又は併用
住宅（以下この項におい
て 「 共 同 住 宅 等 」 と い
う 。） で 、 建 築 物 全 体 の
住 戸 の 数 が ５ 戸 以 内 の
もの 

１棟につき１３，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 を
超え、１０戸以内のもの 

１棟につき２３，０００円 
 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ 戸
を超え、２５戸以内のも
の 

１棟につき３３，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ５ 戸
を超え、５０戸以内のも
の 

１棟につき６２，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ ０ 戸
を超え、１００戸以内の
もの 

１棟につき１０７，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ ０
戸を超え、２００戸以内
のもの 

１棟につき１７７，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ０ ０
戸を超え、３００戸以内
のもの 

１棟につき２１８，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ３ ０ ０
戸を超えるもの 

１棟につき２３３，０００円 

増
築
又
は
改
築 

一戸建ての住宅 １棟につき９，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 以
内のもの 

１棟につき１９，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 を
超え、１０戸以内のもの 

１棟につき３４，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ 戸
を超え、２５戸以内のも
の 

１棟につき５０，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ５ 戸
を超え、５０戸以内のも
の 

１棟につき９３，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ ０ 戸
を超え、１００戸以内の
もの 

１棟につき１６１，０００円 



共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ ０
戸を超え、２００戸以内
のもの 

１棟につき２６５，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ０ ０
戸を超え、３００戸以内
のもの 

１棟につき３２７，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ３ ０ ０
戸を超えるもの 

１棟につき３４９，０００円 

申 請 に 係 る
長 期 優 良 住
宅 建 築 等 計
画 が 、 登 録
住 宅 性 能 評
価 機 関 に よ
り 住 宅 の 品
質 確 保 の 促
進 等 に 関 す
る 法 律 第 ５
条 第 １ 項 に
規 定 す る 住
宅 性 能 評 価
書(以下「住
宅 性 能 評 価
書」という 
。 )(構 造 の
安 定 に 関 す
る こ と が 等
級 １ の 評 価
で あ る 場 合
又 は 建 築 基
準 法 施 行 令
第 ８ ２ 条 の
５ に 規 定 す
る 限 界 耐 力
計 算 を 用 い
た 評 価 で あ
る 場 合 及 び
温 熱 環 境 に
関 す る こ と
を 一 次 エ ネ
ル ギ ー 消 費
量 等 級 で 評
価 し た 場 合
を 除 く 。 以
下同じ。)を
用 い る も の
である場合 

一戸建ての住宅 １棟につき１６，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 以
内のもの 

１棟につき６１，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 を
超え、１０戸以内のもの 

１棟につき９９，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ 戸
を超え、２５戸以内のも
の 

１棟につき１８６，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ５ 戸
を超え、５０戸以内のも
の 

１棟につき３１９，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ ０ 戸
を超え、１００戸以内の
もの 

１棟につき４９１，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ ０
戸を超え、２００戸以内
のもの 

１棟につき８９４，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ０ ０
戸を超え、３００戸以内
のもの 

１棟につき１，２２０，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ３ ０ ０
戸を超えるもの 

１棟につき１，４７６，０００円 

申 請 に
係 る 長
期 優 良
住 宅 建
築 等 計
画 が 、
登 録 住
宅 性 能

新
築 

一戸建ての住宅 １棟につき４９，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 以
内のもの 

１棟につき１１５，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 を
超え、１０戸以内のもの 

１棟につき１８４，０００円 



評 価 機
関 に よ
り 認 定
基 準 に
適 合 し
て い る
と 認 め
ら れ た
も の 又
は 住 宅
性 能 評
価 書 を
用 い る
も の 以
外 の も
の で あ
る場合 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ 戸
を超え、２５戸以内のも
の 

１棟につき３６４，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ５ 戸
を超え、５０戸以内のも
の 

１棟につき６５３，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ ０ 戸
を超え、１００戸以内の
もの 

１棟につき１，１２２，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ ０
戸を超え、２００戸以内
のもの 

１棟につき２，０７７，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ０ ０
戸を超え、３００戸以内
のもの 

１棟につき２，９６８，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ３ ０ ０
戸を超えるもの 

１棟につき３，６３６，０００円 

増
築
又
は
改
築 

一戸建ての住宅 １棟につき７３，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 以
内のもの 

１棟につき１７２，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ 戸 を
超え、１０戸以内のもの 

１棟につき２７６，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ 戸
を超え、２５戸以内のも
の 

１棟につき５４６，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ５ 戸
を超え、５０戸以内のもの 

１棟につき９７９，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ５ ０ 戸
を超え、１００戸以内の
もの 

１棟につき１，６８４，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が １ ０ ０
戸を超え、２００戸以内
のもの 

１棟につき３，１１６，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ２ ０ ０
戸を超え、３００戸以内
のもの 

１棟につき４，４５２，０００円 

共同住宅等で、建築物全
体 の 住 戸 の 数 が ３ ０ ０
戸を超えるもの 

１棟につき５，４５４，０００円 

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８
条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画
の変更認定の申請に対する審査 

この表の１の項に定める区分
に応じた長期優良住宅建築等
計画の認定申請手数料の額に
２分の１を乗じて得た額 



３ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９
条第１項の規定による譲受人を決定したときの
長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対
する審査 

１戸につき１，８００円 

４  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 
１０条の規定による地位承継の承認の申請に対
する審査 

１戸につき１，８００円 

摘要１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項の規定による申出が
あった場合におけるこの表の１の項に係る認定の申請に対する審査に係る手
数料の額は、当該申出に係る計画の内容に応じ、この表により算出した額に、
別表第９の１の項により算出した額を加算した額とする。 

摘要２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第２項において準用する同
法第６条第２項の規定による申出があった場合におけるこの表の２の項に係
る変更認定の申請に対する審査に係る手数料の額は、当該申出に係る計画の
内容に応じ、この表により算出した額に、別表第９の１の項により算出した
額を加算した額とする。 



別表第１１ 都市の低炭素化の促進に関する法律関係 
手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  都 市
の 低 炭
素 化 の
促 進 に
関 す る
法 律 第
５ ３ 条
第 １ 項
の 規 定
に よ る
低 炭 素
建 築 物
新 築 等
計 画 の
認 定 の
申 請 に
対 す る
審査 

申 請 に 係
る 低 炭 素
建 築 物 新
築 等 計 画
が 、 エ ネ
ル ギ ー の
使 用 の 合
理 化 等 に
関 す る 法
律 (昭 和
５ ４ 年 法
律 第 ４ ９
号)第７６
条 第 １ 項
に 規 定 す
る 登 録 建
築 物 調 査
機 関 (以
下 「 登 録
建 築 物 調
査 機 関 」
という。)
（ 申 請 に
係 る 建 築
物 が 、 住
宅 の 用 途
の み に 供
す る 建 築
物 又 は 住
戸 の 部 分
の み を 認
定 の 申 請
の 対 象 と
す る 複 合
建築物( 
住 宅 の 用
途 及 び 非
住 宅 の 用
途 に 供 す
る 部 分 が
混 在 し て
い る 建 築
物をいう 
。 以 下 こ
の 表 及 び
別表第１３
に お い て
同 じ 。 )
で あ る 場
合 に あ っ
て は 、 登
録 建 築 物
調 査 機 関
又 は 登 録

一戸建ての住宅の審査 １件につき５，０００円 

共同住宅 
、長屋又
は複合建
築物の審
査（住戸
の部分の
みを認定
の対象と
するもの
に限る。）
 

審査の対象となる
住戸の数が１戸の
もの 

１件につき５，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が１戸を
超え、５戸以内の
もの 

１件につき１０，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が５戸を
超え、１０戸以内
のもの 

１件につき１７，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が１０戸
を超え、２５戸以
内のもの 

１件につき２９，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が２５戸
を超え、５０戸以
内のもの 

１件につき４８，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が５０戸
を超え、１００戸
以内のもの 

１件につき８７，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が１００
戸を超え、２００
戸以内のもの 

１件につき１３８，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が２００
戸を超え、３００
戸以内のもの 

１件につき１７４，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が３００
戸を超えるもの 

１件につき１８６，０００円 

共同住宅
又は長屋
（住戸の
部分のみ
を認定の
対象とす
るものを
除く。）の
審査 
 
 
 
 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が５戸以内の
もの 

１ 件 に つ き １ ０ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の 数 が ５ 戸 を 超
え、１０戸以内の
もの 

１ 件 に つ き １ ７ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が１０戸を超
え、２５戸以内の
もの 

１ 件 に つ き ２ ９ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が２５戸を超
え、５０戸以内の
もの 

１ 件 に つ き ４ ８ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 



住 宅 性 能
評価機関 
） に よ り
都 市 の 低
炭 素 化 の
促 進 に 関
す る 法 律
第 ５ ４ 条
第 １ 項 各
号 に 掲 げ
る 基 準 に
適 合 し て
い る と 認
め ら れ た
も の で あ
る場合 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が５０戸を超
え、１００戸以内
のもの 

１ 件 に つ き ８ ７ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が１００戸を
超え、２００戸以
内のもの 

１件につき１３８，０００円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が２００戸を
超え、３００戸以
内のもの 

１件につき１７４，０００円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が３００戸を
超えるもの 

１件につき１８６，０００円
に、共用部認定費相当額Ａを
加算した額 

非住宅で
ある建築
物全体の
審査 

床面積が３００平
方メートル以内の
もの 

１件につき１０，０００円  

床面積が３００平
方 メ ー ト ル を
超え、２，０００平
方メートル以内の
もの 

１件につき２９，０００円 

床面積が２，０００
平方メートルを超
え、５，０００平
方メートル以内の
もの 

１件につき８７，０００円 

床面積が５，０００
平方メートルを超
え、１０，０００
平方メートル以内
のもの 

１件につき１３７，０００円 

床面積が１０，０００
平方メートルを超
え、２５，０００
平方メートル以内
のもの 

１件につき１７４，０００円 

床面積が２５，０００
平方メートルを超
えるもの 

１件につき２１７，０００円 

複合建築
物（住戸
の部分の
みを認定
の申請の
対象とす
るものを
除く。）の
審査 

建築物全体の住戸
の数が１戸のもの 

１件につき５，０００円に、
非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額 Ａ
を加算した額 

建築物全体の住戸
の 数 が １ 戸 を 超
え、５戸以内のも
の 

１ 件 に つ き １ ０ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 

建築物全体の住戸
の 数 が ５ 戸 を 超
え、１０戸以内の
もの 

１ 件 に つ き １ ７ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 



建築物全体の住戸
の数が１０戸を超
え、２５戸以内の
もの 

１ 件 に つ き ２ ９ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 

建築物全体の住戸
の数が２５戸を超
え、５０戸以内の
もの 

１ 件 に つ き ４ ８ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 

建築物全体の住戸
の数が５０戸を超
え、１００戸以内
のもの 

１ 件 に つ き ８ ７ ， ０ ０ ０ 円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 

建築物全体の住戸
の数が１００戸を
超え、２００戸以
内のもの 

１件につき１３８，０００円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 

建築物全体の住戸
の数が２００戸を
超え、３００戸以
内のもの 

１件につき１７４，０００円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 

建築物全体の住戸
の数が３００戸を
超えるもの 

１件につき１８６，０００円
に、共用部認定費相当額Ａ及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ａの合計額を加算した額 

申 請 に 係
る 低 炭 素
建 築 物 新
築 等 計 画
が 登 録 住
宅 性 能 評
価 機 関 又
は 登 録 建
築 物 調 査
機 関 に よ
り 都 市 の
低 炭 素 化
の 促 進 に
関 す る 法
律 第 ５ ４
条 第 １ 項
各 号 に 掲
げ る 基 準
に 適 合 し
て い る と
認 め ら れ
た も の 以
外 の も の
で あ る 場
合 

一戸建ての住宅の審査 １件につき３７，０００円 

共同住宅 
、長屋又
は複合建
築物の審
査（住戸
の部分の
みを認定
の申請の
対象とす
るものに
限る。） 

審査の対象となる
住戸の数が１戸の
もの 

１件につき３７，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が１戸を
超え、５戸以内の
もの 

１件につき７４，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が５戸を
超え、１０戸以内
のもの 

１件につき１０５，０００円 

審 査 の 対 象 と な
る住戸の数が１０戸
を超え、２５戸以
内のもの 

１件につき１４７，０００円 

審 査 の 対 象 と な
る住戸の数が２５戸
を超え、５０戸以
内のもの 

１件につき２１２，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が５０戸
を超え、１００戸
以内のもの 

１件につき３０４，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が１００
戸を超え、２００
戸以内のもの 

１件につき４１２，０００円 

審査の対象となる
住戸の数が２００
戸を超え、３００
戸以内のもの 

１件につき５４１，０００円 



審査の対象となる
住戸の数が３００
戸を超えるもの 

１件につき６３５，０００円 

共同住宅
又は長屋
である建
築物（住
戸の部分
のみを認
定の申請
の対象と
するもの
を除く。）
の審査 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が５戸以内の
もの 

１件につき７４，０００円に
共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を 加
算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の 数 が ５ 戸 を 超
え、１０戸以内の
もの 

１件につき１０５，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が１０戸を超
え、２５戸以内の
もの 

１件につき１４７，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が２５戸を超
え、５０戸以内の
もの 

１件につき２１２，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が５０戸を超
え、１００戸以内
のもの 

１件につき３０４，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が１００戸を
超え、２００戸以
内のもの 

１件につき４１２，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が２００戸を
超え、３００戸以
内のもの 

１件につき５４１，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を
加算した額 

審査の対象となる
建築物全体の住戸
の数が３００戸を
超えるもの 

１件につき６３５，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ を
加算した額 

非住宅で
ある建築
物全体の
審査 

建 築
物 エ
ネ ル
ギ ー
消 費
性 能
基 準
等 を

床 面 積 が
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
内のもの 

１件につき９４，０００円  



定 め
る 省
令（ 
平 成
２ ８
年 経
済 産
業省 
・ 国
土 交
通 省
令 第
１号 
。 以
下 こ
の 表
及 び
別 表
第１３
に お
い て
「 省
令 」
と い
う。）
第 ８
条 第
１ 号
イ（ 
２ ）
及 び
ロ（ 
２ ）
に よ
る も
の 

床 面 積 が 
３００平方メ
ートルを超え
、２，０００
平 方 メ ー ト
ル以内のもの 

１件につき１５８，０００円 

床 面 積 が
２，０００ 平
方 メ ー ト ル
を 超 え 、 
５，０００
平方メート
ル以内のも
の 

１件につき２５５，０００円 

床 面 積 が
５，０００ 平
方 メ ー ト ル
を 超 え 、 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 内 の も
の 

１件につき３３４，０００円 

床 面 積 が 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル を 超 え 、 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 内 の も
の 

１件につき４０１，０００円 

床 面 積 が 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル を 超 え る
もの 

１件につき４７１，０００円 

上 記
以 外
に よ
る も
の 

床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
内のもの 

１件につき２６１，０００円 

床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル を
超 え 、 
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 内 の も
の 

１件につき４１６，０００円 



床 面 積 が
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル を 超 え 、
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 内 の も
の 

１件につき５９２，０００円 

床 面 積 が
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル を 超 え 、
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 内 の も
の 

１件につき７１９，０００円 

床 面 積 が 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル を 超 え 、
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 内 の も
の 

１件につき８５５，０００円  

床 面 積 が 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル を 超 え る
もの 

１件につき９７７，０００円 

複合建築
物全体の
審査 

住戸の数が１戸の
もの 

１件につき３７，０００円に
非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額 Ｂ
を加算した額 

住戸の数が１戸を
超え、５戸以内の
もの 

１件につき７４，０００円に
共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及 び
非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額 Ｂ
の合算額を加算した額 

住戸の数が５戸を
超え、１０戸以内
のもの 

１件につき１０５，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ｂの合算額を加算した額 

住戸の数が１０戸
を超え、２５戸以
内のもの 

１件につき１４７，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ｂの合算額を加算した額 

住戸の数が２５戸
を超え、５０戸以
内のもの 

１件につき２１２，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ｂの合算額を加算した額 

住戸の数が５０戸
を超え、１００戸
以内のもの 

１件につき３０４，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ｂの合算額を加算した額 

住戸の数が１００
戸を超え、２００
戸以内のもの 

１件につき４１２，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ｂの合算額を加算した額 



住戸の数が２００
戸を超え、３００
戸以内のもの 

１件につき５４１，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ｂの合算額を加算した額 

住戸の数が３００
戸を超えるもの 

１件につき６３５，０００円
に 共 用 部 認 定 費 相 当 額 Ｂ 及
び 非 住 宅 部 分 認 定 費 相 当 額
Ｂの合算額を加算した額 

２  都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ５ ５ 条
第 １ 項 の 規 定 に よ る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の
変更の認定の申請に対する審査 

こ の 表 の １ の 項 に 定 め る 区
分 に 応 じ た 低 炭 素 建 築 物 新
築 等 計 画 の 認 定 申 請 に 係 る
審 査 手 数 料 の 額 に ２ 分 の １
を乗じて得た額 

摘要１ 
（１）この表の１の項に係る認定の申請について、都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第２項の規定による申出があった場合におけるこの表の１の項に
定める事務の手数料の額は、この表により算出した額に、当該申出に係る計画
の内容に応じ、別表第９の１の項により算出した額を加算した額とする。 

（２）共用部認定費相当額Ａとは、申請に係る建築物の共用部の床面積の合計が、
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額をいう。 
ア ３００平方メートル以下の場合 １０，０００円 
イ  ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

２８，０００円 
ウ  ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

８６，０００円 
エ  ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

１３７，０００円 
オ １０，０００平方メートルを超え、２５，０００平方メートル以下の場合  

１７３，０００円 
カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ２１７，０００円 

（３）共用部認定費相当額Ｂとは、申請に係る建築物の共用部の床面積の合計が、
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額をいう。 
ア ３００平方メートル以下の場合 １１８，０００円 
イ  ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

１９４，０００円 
ウ  ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

３０３，０００円 
エ  ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

３８９，０００円 
オ １０，０００平方メートルを超え、２５，０００平方メートル以下の場合  

４６５，０００円 
カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ５４２，０００円 

（４）非住宅部分認定費相当額Ａとは、申請に係る建築物の住宅以外の用途に供さ
れる部分の床面積の合計が、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額をい
う。 
ア ３００平方メートル以下の場合 １０，０００円 
イ  ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

２８，０００円 
ウ  ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

８６，０００円 
エ  ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  

１３７，０００円 
オ １０，０００平方メートルを超え、２５，０００平方メートル以下の場合  

１７３，０００円 
カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ２１７，０００円 

（５）非住宅部分認定費相当額Ｂとは、申請に係る建築物の住宅以外の用途に供さ
れる部分の床面積の合計が、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額をい
う。 



ア ３００平方メートル以下の場合 ２６０，０００円（省令第８条第１号イ
（２）及びロ（２）による場合 ９４，０００円) 

イ  ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  
 ４ １５ ， ００ ０ 円 （省 令第 ８ 条第 １ 号 イ（ ２） 及 びロ （ ２ ）に よる 場合     
１５８，０００円) 

ウ  ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合  
 ５ ９２ ， ００ ０ 円 （省 令第 ８ 条第 １ 号 イ（ ２） 及 びロ （ ２ ）に よる 場合  
２５５，０００円) 

エ ５， ００ ０平 方 メー トル を超 え、 １ ０， ００ ０平 方メ ー トル 以下 の場合  
 ７１８，０００円 （省令第８条第１号 イ（２）及びロ（２ ）による場合  
３３４，０００円) 

オ １０，０００平方メートルを超え、２５，０００平方メートル以下の場合     
  ８５ ５， ００ ０ 円（ 省令 第８ 条第 １ 号イ （２ ）及 びロ （ ２） によ る場合 

４０１，０００円) 
カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ９７６，０００円（省令第８条
第１号イ（２）及びロ（２）による場合 ４７１，０００円)  

摘要２ この表の２の項に係る変更の認定の申請について、都市の低炭素化の促進
に関する法律第５５条第２項において準用する同法第５４条第２項の規定に
よる申出があった場合におけるこの表の２の項に定める事務の手数料の額は、
当該申出に係る計画の内容に応じ、この表により算出した額に、別表第９の
１の項により算出した額を加算した額とする。 



別表第１２ 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

に基づく建築基準法施行条例関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  千 葉県 知 事 の 権 限 に 属す る 事 務 の 処 理 の
特例に関する条例（以下この表において「県
特例条例」という。）に基づく建築基準法施
行 条 例 第 ５ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 認 定 の
申請に対する審査 

１件につき３２，０００円 

２  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 ７ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 に
対する審査 

１件につき３２，０００円 

３  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 ８ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 に
対する審査 

１件につき３２，０００円 

４  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 １ ２ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請
に対する審査 

１件につき３２，０００円 

５  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 １ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 に
対する審査 

１件につき３２，０００円 

６  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 ２ ２ 条 の ３ の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 に 対
する審査 

１件につき３２，０００円 

７  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 ２ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 に
対する審査 

１件につき３２，０００円 

８  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 ３ ９ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 認 定 の
申請に対する審査 

１件につき３２，０００円 

９  県 特例 条 例 に 基 づ く 建築 基 準 法 施 行 条 例
第 ４ ０ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 認 定 の
申請に対する審査 

１件につき３２，０００円 

１ ０  県特 例 条 例 に 基 づ く建 築 基 準 法 施 行 条
例 第 ４ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請
に対する審査 

１件につき３２，０００円 

１ １  県特 例 条 例 に 基 づ く建 築 基 準 法 施 行 条
例 第 ４ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請
に対する審査 

１件につき３２，０００円 

１ ２  県特 例 条 例 に 基 づ く建 築 基 準 法 施 行 条
例 第 ５ １ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請
に対する審査 

１件につき３２，０００円 

 



別表第１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１ 建 築
物 の エ
ネ ル ギ
ー 消 費
性 能 の
向 上 に
関 す る
法 律 第
２ ９ 条
第 １ 項
の 規 定
に よ る
建 築 物
エ ネ ル
ギ ー 消
費 性 能
向 上 計
画 の 認
定 の 申
請 に 対
す る 審
査 

登 録 建
築 物 調
査 機 関
又 は 登
録 住 宅
性 能 評
価 機 関
に よ り
建 築 物
の エ ネ
ル ギ ー
消 費 性
能 の 向
上 に 関
す る 法
律第３０
条 第 １
項 各 号
に 掲 げ
る 基 準
に 適 合
し て い
る と 認
め ら れ
た も の
そ の 他
こ れ に
類 す る
も の と
し て 市
長 が 定
め る も
の で あ
る場合 

一戸建ての住宅 １件につき５，０００円 

一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の
建
築
物 

住 宅 部
分 （ 建
築 物 の
エ ネ ル
ギ ー 消
費 性 能
の 向 上
に 関 す
る 法 律
第 １ １
条 第 １
項 の 住
宅 部 分
をいう 
。 以 下
こ の 表
に お い
て同じ 
。） 

床面積が３００平
方メートル未満 

１件につき１０，０００円 

床面積が３００平
方 メ ー ト ル 以 上
２，０００平方メ
ートル未満 

１件につき２１，０００円 

床面積が２，０００
平方メートル以上
５，０００平方メ
ートル未満 

１件につき４８，０００円 

床面積が５，０００
平方メートル以上 

１件につき８７，０００円 

住 戸 の
部分 

床面積が３００平
方メートル未満 

１件につき１０，０００円 

床面積が３００平
方 メ ー ト ル 以 上
２，０００平方メ
ートル未満 

１件につき２１，０００円 

床面積が２，０００
平方メートル以上
５，０００平方メ
ートル未満 

１件につき４８，０００円 

 床面積が５，０００
平方メートル以上 

１件につき８７，０００円 

非 住 宅
部分（ 
建 築 物
の エ ネ
ル ギ ー
消 費 性
能 の 向
上 に 関
す る 法
律第１１
条 第 １
項 の 非
住 宅 部
分 を い
う 。 以
下 こ の
表 に お
い て 同
じ。） 

床面積が３００平
方メートル未満 

１件につき１０，０００円 

床面積が３００平
方 メ ー ト ル 以 上
２，０００平方メ
ートル未満 

１件につき２９，０００円 

床面積が２，０００
平方メートル以上
５，０００平方メ
ートル未満 

１件につき８７，０００円 

床面積が５，０００
平方メートル以上
１０，０００平方
メートル未満 

１件につき１３７，０００円 

床面積が１０，０００
平方メートル以上
２５，０００平方
メートル未満 

１件につき１７４，０００円 

床面積が２５，０００
平方メートル以上 

１件につき２１７，０００円 

上 記 以
外 に よ

一戸建て
の住宅 

床面積が２００平
方メートル未満 

１件につき３７，０００円 



るもの 床面積が２００平
方メートル以上 

１件につき４１，０００円 

一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の
建
築
物 

住宅部
分 

床面積が３００平
方メートル未満 

１件につき７４，０００円 

床面積が３００平
方 メ ー ト ル 以 上
２，０００平方メ
ートル未満 

１件につき１２４，０００円 

床面積が２，０００
平方メートル以上
５，０００平方メ
ートル未満 

１件につき２１２，０００円 

床面積が５，０００
平方メートル以上 

１件につき３０４，０００円 

住戸の
部分 

床面積が３００平
方メートル未満 

１件につき７４，０００円 

床面積が３００平
方 メ ー ト ル 以 上
２，０００平方メ
ートル未満 

１件につき１２４，０００円 

床面積が２，０００
平方メートル以上
５，０００平方メ
ートル未満 

１件につき２１２，０００円 

床面積が５，０００
平方メートル以上 

１件につき３０４，０００円 

非住宅
部分 

省 令
第 ８
条 第
１ 号
イ（ 
２ ）
及 び
ロ（ 
２ ）
に よ
る も
の 

床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき９４，０００円 

床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上２，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき１５８，０００円 

床 面 積 が
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき２５５，０００円 

床 面 積 が
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき３３４，０００円 

床 面 積 が 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき４０１，０００円  



床 面 積 が 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル以上 

１件につき４７１，０００円 

上 記
以 外
に よ
る も
の 

床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき２４６，０００円 

床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上２，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき３９８，０００円 

床 面 積 が
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき５６９，０００円 

床 面 積 が
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき７００，０００円 

床 面 積 が 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき８２８，０００円 

床 面 積 が 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル以上 

１件につき９４５，０００円 

２  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る
法 律 第 ３ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 エ ネ ル
ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 の 変 更 認 定 の 申 請 に 対 す
る審査 

この表の１の項に定める区分
に応じた建築物エネルギー消
費性能向上計画の認定申請手
数料の額に２分の１を乗じて
得た額（１，０００円未満切
捨て） 

３ 建 築
物 の エ
ネ ル ギ
ー 消 費
性 能 の
向 上 に
関 す る
法 律 第
３ ６ 条
第 １ 項
の 規 定
に よ る

登 録 建
築 物 調
査 機 関
又 は 登
録 住 宅
性 能 評
価 機 関
に よ り
建 築 物
の エ ネ
ル ギ ー
消 費 性

一戸建ての住宅 １件につき５，０００円 

一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の

住 宅 部
分 

床面積が３００平
方メートル未満 

１件につき１０，０００円 

床面積が３００平
方 メ ー ト ル 以 上
２，０００平方メ
ートル未満 

１件につき２１，０００円 

床面積が２，０００
平方メートル以上
５，０００平方メ
ートル未満 

１件につき４８，０００円 



建 築 物
の エ ネ
ル ギ ー
消 費 性
能 に 係
る 認 定
の 申 請
に 対 す
る審査 

能 の 向
上 に 関
す る 法
律 第 ２
条 第 ３
号 に 規
定 す る
建 築 物
エ ネ ル
ギ ー 消
費 性 能
基 準 に
適 合 し
て い る
と 認 め
ら れ た
も の そ
の 他 こ
れ に 類
す る も
の と し
て 市 長
が 定 め
る も の
で あ る
場合 

建
築 

床面積が５，０００
平方メートル以上 

１件につき８７，０００円 

物 非 住 宅
部分 

床面積が３００平
方メートル未満 

１件につき１０，０００円 

床面積が３００平
方 メ ー ト ル 以 上
２，０００平方メ
ートル未満 

１件につき２９，０００円 

床面積が２，０００
平方メートル以上
５，０００平方メ
ートル未満 

１件につき８７，０００円 

床面積が５，０００
平方メートル以上
１０，０００平方
メートル未満 

１件につき１３７，０００円 

床面積が１０，０００
平方メートル以上
２５，０００平方
メートル未満 

１件につき１７４，０００円 

床面積が２５，０００
平方メートル以上 

１件につき２１７，０００円 

上 記 以
外 の も
の 

一 戸 建 て
の住宅 

省 令
第 １
条 第
１ 項
第 ２
号 イ
（ ２
） 及
び ロ
（ ２
） に
よ る
もの 

床 面 積 が 
２ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき１８，０００円 

床 面 積 が 
２ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上 

１件につき２０，０００円 

上 記
以 外
に よ
る も
の 

床 面 積 が 
２ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき３７，０００円 

床 面 積 が 
２ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上 

１件につき４１，０００円 

一
戸
建
て
の

住 宅 部
分 

省 令
第 １
条 第
１ 項
第 ２

住 宅 部 分 の
床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき３５，０００円 



住
宅
以
外
の
建
築
物 

号 イ
（ ２
） 及
び ロ
（ ２
） に
よ る
もの 

住 宅 部 分 の
床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上２，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき６１，０００円 

住 宅 部 分 の
床 面 積 が
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき１１１，０００円 

住 宅 部 分 の
床 面 積 が
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル以上 

１件につき１６８，０００円 

上 記
以 外
に よ
る も
の 

住 宅 部 分 の
床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき７４，０００円 

住 宅 部 分 の
床 面 積 が 
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上２，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき１２４，０００円 

住 宅 部 分 の
床 面 積 が
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき２１２，０００円 

住 宅 部 分 の
床 面 積 が
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル以上 

１件につき３０４，０００円 

 非 住 宅
の部分 

省 令
第 １
条 第
１ 項
第 １
号 ロ
に よ
る も
の 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき９４，０００円 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上２，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき１５８，０００円 



非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき２５５，０００円 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき３３４，０００円 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき４０１，０００円 

床 面 積 が 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル以上 

１件につき４７１，０００円 

上 記
以 外
に よ
る も
の 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 未
満 

１件につき２４６，０００円 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
３ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以
上２，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき３９８，０００円 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
２ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき５６９，０００円 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき７００，０００円 



非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が
１０，０００
平 方 メ ー ト
ル 以 上 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル未満 

１件につき８２８，０００円 

非 住 宅 部 分
の 床 面 積 が 
２５，０００
平 方 メ ー ト
ル以上 

１件につき９４５，０００円 

摘要１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３０条第２項の規定に
よる申出があった場合におけるこの表の１の項に定める事務の手数料の額は、
当該申出に係る計画の内容に応じ、この表により算出した額に、別表第９の
１の項により算出した額を加算した額とする。  

摘要２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３１条第２項において
準用する同法第３０条第２項の規定による申出があった場合におけるこの表
の２の項に定める事務の手数料の額は、当該申出に係る計画の内容に応じ、
この表により算出した額に、別表第９の１の項により算出した額を加算した
額とする。  

摘要３ 複合建築物全体に係るこの表の１の項による手数料の金額は、当該複合建  
築物について住宅部分に係る手数料の額と非住宅部分に係る手数料の額を合  
算した額とする。  

摘要４ 複合建築物全体に係るこの表の２の項による手数料の金額は、当該建築物  
について摘要３の規定により算出した額に２分の１を乗じて得た額とする。  

摘要５ 複合建築物全体に係るこの表の３の項による手数料の額は、当該複合建築
物を住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分に係る手数料の額と非住宅
部分に係る手数料の額を合算した額とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１４ 都市計画法関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１  都 市 計 画 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ
り 決 定 し た 流 山 都 市 計 画 高 度 地 区 の 規 定
書 第 ４ 項 第 ６ 号 に 定 め る 適 用 の 除 外 の 申
請に対する審査 

１件につき７３，０００円 

２  都 市 計 画 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ
り 決 定 し た 流 山 都 市 計 画 高 度 地 区 の 規 定
書 第 ５ 項 に 定 め る 認 定 の 申 請 に 対 す る 審
査 

１件につき３２，０００円 

３  都 市 計 画 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ
り 決 定 し た 流 山 都 市 計 画 高 度 地 区 の 規 定
書 第 ６ 項 に 定 め る 許 可 の 申 請 に 対 す る 審
査 

１件につき１８２，０００円 

４ 都 市
計 画 法
第 ２ ９
条 の 規
定 に よ
る 開 発
行 為 許
可 申 請
に 対 す
る審査 

主とし 
て、自 
己の居 
住の用 
に供す 
る住宅 
の建築 
の用に 
供する 
目的で 
行う開 
発行為 

開発区域の面積が０．１
ヘクタール未満のもの  

１件につき８，６００円 

開発区域の面積が０．１
ヘクタール以上０．３ヘ
クタール未満のもの  

１件につき２２，０００円 

開発区域の面積が０．３
ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のもの  

１件につき４３，０００円 

開発区域の面積が０．６
ヘ ク タ ー ル 以 上 １ ヘ ク
タール未満のもの  

１件につき８６，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が １ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ３ ヘ ク タ
ール未満のもの  

１件につき１３０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が ３ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ６ ヘ ク タ
ール未満のもの  

１件につき１７０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が ６ ヘ
ク タ ー ル 以 上 １ ０ ヘ ク
タール未満のもの  

１件につき２２０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が １ ０
ヘクタール以上のもの  

１件につき３００，０００円 

主とし 
て、住 
宅以外 
の建築 
物で自 
己の業 
務の用 
に供す 
るもの 
の建築 
又は自 
己の業 
務の用 
に供す 
る特定 
工作物 
の建設 
の用に 
供する 

開発区域の面積が０．１
ヘクタール未満のもの  

１件につき１３，０００円 

開発区域の面積が０．１
ヘクタール以上０．３ヘ
クタール未満のもの  

１件につき３０，０００円 

開発区域の面積が０．３
ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のもの  

１件につき６５，０００円 

開発区域の面積が０．６
ヘ ク タ ー ル 以 上 １ ヘ ク
タール未満のもの  

１件につき１２０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が １ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ３ ヘ ク タ
ール未満のもの  

１件につき２００，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が ３ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ６ ヘ ク タ
ール未満のもの  

１件につき２７０，０００円 



目的で 
行う開 
発行為 
 

開 発 区 域 の 面 積 が ６ ヘ
ク タ ー ル 以 上 １ ０ ヘ ク
タール未満のもの  

１件につき３４０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が １ ０
ヘクタール以上のもの  

１件につき４８０，０００円 

その他 
の開発 
行為 

開発区域の面積が０．１
ヘクタール未満のもの  

１件につき８６，０００円 

開発区域の面積が０．１
ヘクタール以上０．３ヘ
クタール未満のもの  

１件につき１３０，０００円 

開発区域の面積が０．３
ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のもの  

１件につき１９０，０００円 

開発区域の面積が０．６
ヘ ク タ ー ル 以 上 １ ヘ ク
タール未満のもの  

１件につき２６０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が １ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ３ ヘ ク タ
ール未満のもの  

１件につき３９０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が ３ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ６ ヘ ク タ
ール未満のもの  

１件につき５１０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が ６ ヘ
ク タ ー ル 以 上 １ ０ ヘ ク
タール未満のもの  

１件につき６６０，０００円 

開 発 区 域 の 面 積 が １ ０
ヘクタール以上のもの  

１件につき８７０，０００円 

５  都 市 計 画 法 第 ３ ５ 条 の ２ の 規 定 に よ る
開発行為変更許可申請に対する審査 

１件 につ き 次に 掲げ る額 を合 算し た
額。ただし、その額が８７０，０００
円を 超え る とき は、 その 手数 料の 額
は８７０，０００円とする。 
ア  開 発 行 為 に 関 す る 設 計 の 変 更
（イのみに該当する場合を除く。）
に つい て は 、開 発 区 域 の面 積 （ イ
に 規定 す る 変更 を 伴 う 場合 に あ っ
て は変 更 前 の開 発 区 域 の面 積 、 開
発 区域 の 縮 小を 伴 う 場 合に あ っ て
は 縮小 後 の 開発 区 域 の 面積 ） に 応
じ 開発 行 為 許可 申 請 に 対す る 審 査
の 手数 料 に 規定 す る 額 に１ ０ 分 の
１を乗じて得た額 

イ 新た な 土地 の開 発区 域へ の編 入
に 係る 都 市 計画 法 第 ３ ０条 第 １ 項
第 １号 か ら 第４ 号 ま で に掲 げ る 事
項 の変 更 に つい て は 、 新た に 編 入
さ れる 開 発 区域 の 面 積 に応 じ 開 発
行 為許 可 申 請に 対 す る 審査 の 手 数
料に規定する額 

ウ そ の 他 の 変 更 に つ い て は 、 
１０，０００円 

６  都 市 計 画 法 第 ３ ７ 条 第 １ 号 の 規 定 に よ
る建築承認申請に対する審査 

１件 につ き 都市 計画 法第 ２９ 条の 規
定に よる 開 発行 為許 可申 請に 対す る
審査 の手 数 料に 規定 する 額に １０ 分
の１を乗じて得た額 



７ 都市計画法第４１条第２項ただし書（同
法 第 ３ ５ 条 の ２ に お い て 準 用 す る 場 合 を
含む。）の規定による市街化調整区域内等
に お け る 建 築 物 の 特 例 許 可 申 請 に 対 す る
審査 

１件につき４６，０００円 

８  都 市 計 画 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 の
規 定 に よ る 予 定 建 築 物 等 以 外 の 建 築 等 許
可申請に対する審査 

１件につき２６，０００円 

９ 都市計画法第
４３条の規定に
よる開発許可を
受けない市街化
調整区域内の土
地における建築
等許可申請に対
する審査 

敷地の面積が０．１ヘク
タール未満のもの  

１件につき６，９００円 

敷地の面積が０．１ヘク
タール以上０．３ヘクタ
ール未満のもの  

１件につき１８，０００円 

敷地の面積が０．３ヘク
タール以上０．６ヘクタ
ール未満のもの  

１件につき３９，０００円 

敷地の面積が０．６ヘク
タ ー ル 以 上 １ ヘ ク タ ー
ル未満のもの  

１件につき６９，０００円 

敷 地 の 面 積 が １ ヘ ク タ
ール以上のもの  

１件につき９７，０００円 

１０ 都市計画法
第４５条の規定
による開発許可
を受けた地位の
承継の承認申請
に対する審査 

承 認 申 請 を す る 者 が 行
おうとする開発行為が、
主 と し て 自 己 の 居 住 の
用 に 供 す る 住 宅 の 建 築
の 用 に 供 す る 目 的 で 行
う も の 又 は 主 と し て 住
宅 以 外 の 建 築 物 で 自 己
の 業 務 の 用 に 供 す る も
の の 建 築 若 し く は 自 己
の 業 務 の 用 に 供 す る 特
定 工 作 物 の 建 設 の 用 に
供 す る 目 的 で 行 う も の
である場合で、開発区域
の 面 積 が １ ヘ ク タ ー ル
未満のもの  

１件につき１，７００円 

承 認 申 請 を す る 者 が 行
おうとする開発行為が、
主 と し て 住 宅 以 外 の 建
築 物 で 自 己 の 業 務 の 用
に 供 す る も の の 建 築 又
は 自 己 の 業 務 の 用 に 供
す る 特 定 工 作 物 の 建 設
の 用 に 供 す る 目 的 で 行
うものである場合で、開
発 区 域 の 面 積 が １ ヘ ク
タール以上のもの  

１件につき２，７００円 

承 認 申 請 を す る 者 が 行
お う と す る 開 発 行 為 が
上記以外のもの  

１件につき１７，０００円 

１ １  都 市 計 画 法 第 ４ ７ 条 第 ５ 項 の 規 定 に
よる開発登録簿の写しの交付 

１枚につき４７０円 

１２ 都市計画法
施行規則（昭和

許 可 を 受 け る 必 要 が あ
るもの  

１件につき６，０００円 



４４年建設省令
第４９号）第６０
条の規定に基づ
く都市計画法第
２９条第１項、
第３５条の２第
１項、第４１条
第２項ただし書
（同法第３５条
の２第４項にお
いて準用する場
合を含む。）、第
４２条第１項た
だし書又は第４３
条第１項の規定
に適合している
旨の証明書の交
付 

許 可 を 受 け る 必 要 が な
いもの  

１件につき５００円 



別表第１５ 消防関係 
手数料を徴収する事務の区分 金額 

１ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１０条第
１項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を
仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 

１件につき５，４００円 

２ 消防法
第１１条
第１項前
段の規定
による危
険物の製
造所、貯
蔵所又は
取扱所の
設置の許
可申請に
対する審
査 

製
造
所 

指定数量の倍数が１０以下のもの １件につき３９，０００円 

指定数量の倍数が１０を超え、５０以下
のもの 

１件につき５２，０００円 

指定数量の倍数が５０を超え、１００以
下のもの 

１件につき６６，０００円 

指定数量の倍数が１００を超え、２００
以下のもの 

１件につき７７，０００円 

指定数量の倍数が２００を超えるもの １件につき９２，０００円 

貯
蔵
所 

屋内貯蔵所 指定数量の倍数が１０以下
のもの 

１件につき２０，０００円 

指定数量の倍数が１０を超
え、５０以下のもの 

１件につき２６，０００円 

指定数量の倍数が５０を超
え、１００以下のもの 

１件につき３９，０００円 

指定数量の倍数が１００を
超え、２００以下のもの 

１件につき５２，０００円 

指定数量の倍数が２００ を
超えるもの 

１件につき６６，０００円 

屋 外 タ ン ク
貯蔵所（特定
屋 外 タ ン ク
貯蔵所、準特
定 屋 外 タ ン
ク 貯 蔵 所 及
び 岩 盤 タ ン
ク に 係 る 屋
外 タ ン ク 貯
蔵 所 を 除
く。） 

指定数量の倍数が１００以
下のもの 

１件につき２０，０００円 

指定数量の倍数が１００ を
超え、１０，０００以下の
もの 

１件につき２６，０００円 

指 定 数 量 の 倍 数 が
１０，０００を超えるもの 

１件につき３９，０００円 

準特定屋外タンク（岩盤タンクに係る屋
外タンク貯蔵所を除く。） 

１件につき５３０，０００円 

特 定 屋 外 タ
ン ク 貯 蔵 所
（ 浮 き 屋 根
を 有 す る 特
定 屋 外 貯 蔵
タ ン ク の う
ち 総 務 省 令
で 定 め る も
の に 係 る 特
定 屋 外 タ ン
ク貯蔵所（以
下 こ の 表 に
おいて「浮き
屋 根 式 特 定
屋 外 タ ン ク
貯蔵所」とい
う。）、浮き蓋
付 き の 特 定
屋 外 貯 蔵 タ
ン ク の う ち
総 務 省 令 で

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１，０００キロリットル以
上５，０００キロリットル
未満のもの 

１ 件 に つ き ８ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５，０００キロリットル以
上１０，０００キロリット
ル未満のもの 

１件につき１，０１０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１０，０００キロリットル
以上５０，０００キロリッ
トル未満のもの 

１件につき１，１２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５０，０００キロリットル
以上１００，０００キロリ
ットル未満のもの 

１件につき１，４２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１００，０００キロリット
ル 以 上 ２ ０ ０ ， ０ ０ ０
キロリットル未満のもの 

１件につき１，６６０，０００円 



定 め る も の
に 係 る 特 定
屋 外 タ ン ク
貯蔵所（以下
こ の 表 に お
いて「浮き蓋
付 特 定 屋 外
タ ン ク 貯 蔵
所」という。）
及 び 岩 盤 タ
ン ク に 係 る
屋 外 タ ン ク
貯 蔵 所 を 除
く。） 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
２ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上３００，０００ キ
ロリットル未満のもの 

１件につき３，８８０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
３ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上４００，０００ キ
ロリットル未満のもの 

１件につき５，１００，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル以上のもの 

１件につき６，２９０，０００円 

浮 き 屋 根 式
特 定 屋 外 タ
ン ク 貯 蔵 所
及 び 浮 き 蓋
付 特 定 屋 外
タ ン ク 貯 蔵
所 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１，０００キロリットル以
上５，０００キロリットル
未満のもの 

１件につき１，１３０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５，０００キロリットル以
上１０，０００キロリット
ル未満のもの 

１件につき１，３４０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１０，０００キロリットル
以上５０，０００キロリッ
トル未満のもの 

１件につき１，５００，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５０，０００キロリットル
以上１００，０００キロリ
ットル未満のもの 

１件につき１，８３０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上２００，０００ キ
ロ リ ッ ト ル 未 満 の も の

１件につき２，１４０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
２ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上３００，０００ キ
ロリットル未満のもの 

１件につき４，３５０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
３ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上４００，０００ キ
ロリットル未満のもの 

１件につき５，５７０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル以上のもの 

１件につき６，７７０，０００円 

岩 盤 タ ン ク
に 係 る 屋 外
タ ン ク 貯 蔵
所 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル未満のもの 

１件につき５，７５０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル以上５００，０００キロ
リットル未満のもの 

１件につき７，２５０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５００，０００キロリット
ル以上のもの 

１件につき１０，７００，０００
円 

屋内タンク貯蔵所 １件につき２６，０００円 



地 下 タ ン ク
貯蔵所 

指定数量の倍数が１００以 下
のもの 

１件につき２６，０００円 

指定数量の倍数が１００を 超
えるもの 

１件につき３９，０００円 

簡易タンク貯蔵所 １件につき１３，０００円 

移動タンク貯蔵所（積載式移動タンク貯
蔵 所 又 は 航 空 機 若 し く は 船 舶 の 燃 料 タ
ン ク に 直 接 給 油 す る た め の 給 油 設 備 を
備えた移動タンク貯蔵所を除く。） 

１件につき２６，０００円 

積 載 式 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 又 は 航 空 機 若
し く は 船 舶 の 燃 料 タ ン ク に 直 接 給 油 す
る た め の 給 油 設 備 を 備 え た 移 動 タ ン ク
貯蔵所 

１件につき３９，０００円 

屋外貯蔵所 １件につき１３，０００円 

取
扱
所 

給油取扱所（屋内給油取扱所を除く。） １件につき５２，０００円 

屋内給油取扱所 １件につき６６，０００円 

第１種販売取扱所 １件につき２６，０００円 

第２種販売取扱所 １件につき３３，０００円 

一般取扱所 指定数量の倍数が１０以下
のもの 

１件につき３９，０００円 

指定数量の倍数が１０を超
え、５０以下のもの 

１件につき５２，０００円 

指定数量の倍数が５０を超
え、１００以下のもの 

１件につき６６，０００円 

指定数量の倍数が１００を
超え、２００以下のもの 

１件につき７７，０００円 

指定数量の倍数が２００を 超
えるもの 

１件につき９２，０００円 

３ 消防法
第１１条
第１項後
段の規定
による危
険物の製
造所、貯
蔵所又は
取扱所の
位置、構
造又は設
備の変更
の許可  

製造所 １ 件 に つ き 変 更 の 内 容 に 応
じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 製 造 所
に係る部分に限る。）により算
出 し た 手 数 料 の 金 額 の ２ 分 の
１の額 

貯蔵所 １ 件 に つ き 変 更 の 内 容 に 応
じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 貯 蔵 所
に 係 る 部 分 （ 特 定 屋 外 タ ン ク
貯 蔵 所 、 準 特 定 屋 外 タ ン ク 貯
蔵 所 又 は 岩 盤 タ ン ク に 係 る 屋
外 タ ン ク 貯 蔵 所 に あ っ て は 、
総 務 省 令 で 審 査 を 定 め る 場 合
に は 、 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 の 部
分）に限る。）により算出した
手数料の金額の２分の１の額 

取扱所 １ 件 に つ き 変 更 の 内 容 に 応
じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 取 扱 所
に係る部分に限る。）により算
出 し た 手 数 料 の 金 額 の ２ 分 の
１の額 

４ 消防法
第１１条
第５項の
規定によ
る危険物

設 置 の 許 可 に 係
る完成検査 

製造所 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 区 分
に 応 じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 製
造所に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ２
分の１の額 



の 製 造
所、貯蔵
所又は取
扱所の完
成検査 

貯蔵所 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 区 分
に 応 じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 貯
蔵所に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ２
分の１の額 

取扱所 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 区 分
に 応 じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 取
扱所に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ２
分の１の額 

位 置 、 構 造 又 は
設 備 の 変 更 の 許
可 に 係 る 完 成 検
査 

製造所 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 区 分
に 応 じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 製
造所に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ４
分の１の額 

貯蔵所 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 区 分
に 応 じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 貯
蔵所に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ４
分の１の額 

取扱所 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 区 分
に 応 じ 、 こ の 表 の ２ の 項 （ 取
扱所に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ４
分の１の額 

５ 消防法第１１条第５項ただし書の規定による危険
物 の 製 造 所 、 貯 蔵 所 又 は 取 扱 所 の 仮 使 用 の 承 認

１件につき５，４００円 

６ 消防法
第１１条
の２第１
項の規定
による製
造所、貯
蔵所又は
取扱所の
設置の許
可に係る
完成検査
前検査申
請に対す
る審査 
 

水張検査 容量１０キロリットル以下
のタンク 

１件につき６，０００円 

容量１０キロリットルを超
え、１，０００キロリット
ル以下のタンク 

１件につき１１，０００円 

容量１，０００キロリット
ルを超え、２，０００キロ
リットル以下のタンク 

１件につき１５，０００円 

容量２，０００キロリット
ルを超えるタンク 

１ 件 に つ き １ ５ ， ０ ０ ０ 円 に
１ ， ０ ０ ０ キ ロ リ ッ ト ル 又 は
１ ， ０ ０ ０ キ ロ リ ッ ト ル に 満
た な い 端 数 を 増 す ご と に
４，４００円を加えた額 

水圧検査 容量０．６キロリットル以
下のタンク 

１件につき６，０００円 

容量０．６キロリットルを
超え、１０キロリットル以
下のタンク 

１件につき１１，０００円 

容量１０キロリットルを超
え、２０キロリットル以下
のタンク 

１件につき１５，０００円 

容量２０キロリットルを超
えるタンク 

１ 件 に つ き １ ５ ， ０ ０ ０ 円 に
１ ０ キ ロ リ ッ ト ル 又 は １ ０ キ
ロ リ ッ ト ル に 満 た な い 端 数 を
増 す ご と に ４ ， ４ ０ ０ 円 を 加
えた額 



 基礎・地盤検査 危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１，０００キロリットル以
上５，０００キロリットル
未満の特定屋外タンク貯蔵
所 

１件につき４１０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５，０００キロリットル以
上１０，０００キロリット
ル未満の特定屋外タンク貯
蔵所 

１件につき５４０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１０，０００キロリットル
以上５０，０００キロリッ
トル未満の特定屋外タンク
貯蔵所 

１件につき７００，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５０，０００キロリットル
以上１００，０００キロリ
ットル未満の特定屋外タン
ク貯蔵所 

１件につき９２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上２００，０００キ ロ
リットル未満の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき１，０４０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
２ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上３００，０００キ ロ
リットル未満の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき１，６００，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
３ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上４００，０００キ ロ
リットル未満の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき１，８２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル以上の特定屋外タンク貯
蔵所 

１件につき２，０３０，０００円 

溶接部検査 危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１，０００キロリットル以
上５，０００キロリットル
未満の特定屋外タンク貯蔵
所 

１件につき４９０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５，０００キロリットル以
上１０，０００キロリット
ル未満の特定屋外タンク貯
蔵所 

１件につき６３０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１０，０００キロリットル
以上５０，０００キロリッ
トル未満の特定屋外タンク
貯蔵所 

１件につき９９０，０００円 



危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５０，０００キロリットル
以上１００，０００キロリ
ットル未満の特定屋外タン
ク貯蔵所 

１件につき１，３１０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上２００，０００キ ロ
リットル未満の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき１，７２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
２ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上３００，０００キ ロ
リットル未満の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき３，３２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
３ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上４００，０００キ ロ
リットル未満の特定屋外タ
ンク貯蔵所 

１件につき４，０６０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル以上の特定屋外タンク貯
蔵所 

１件につき４，６５０，０００円 

岩盤タンク検査 危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル未満の屋外タンク貯蔵所 

１件につき９，１００，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上５００，０００キ ロ
リットル未満の屋外タンク
貯蔵所 

１件につき１２，４００，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５００，０００キロリット
ル以上の屋外タンク貯蔵所 

１件につき１７，０００，０００
円 

７ 消防法
第１１条
の２第１
項の規定
による製
造所、貯
蔵所又は
取扱所の
位置、構
造又は設
備の変更
の許可に
係る完成
検査前検
査 

水張検査 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の タ ン
ク の 区 分 に 応 じ 、 こ の 表 の ６
の 項 （ 水 張 検 査 に 係 る 部 分 に
限る。）により算出した手数料
の金額と同一の額 

水圧検査 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の タ ン
ク の 区 分 に 応 じ 、 こ の 表 の ６
の 項 （ 水 圧 検 査 に 係 る 部 分 に
限る。）により算出した手数料
の金額と同一の額 

基礎・地盤検査 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 特 定
屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 の 区 分 に 応
じ 、 こ の 表 の ６ の 項 （ 基 礎 ・
地盤検査に係る部分に限る。）
に よ り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額
の２分の１の額 

溶接部検査 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 特 定
屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 の 区 分 に 応
じ 、 こ の 表 の ６ の 項 （ 溶 接 部
検査に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ２
分の１の額 



岩盤タンク検査 １ 件 に つ き 検 査 の 対 象 の 屋 外
タ ン ク 貯 蔵 所 の 区 分 に 応 じ 、
こ の 表 の ６ の 項 （ 岩 盤 タ ン ク
検査に係る部分に限る。）によ
り 算 出 し た 手 数 料 の 金 額 の ２
分の１の額 

８ 消防法
第１４条
の３第１
項及び第
２項の規
定による
特定屋外
タンク貯
蔵所の保
安に関す
る検査 

特 定 屋 外 タ ン ク
貯 蔵 所 （ 岩 盤 タ
ン ク に 係 る 屋 外
タ ン ク 貯 蔵 所 を
除く。） 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１，０００キロリットル以
上５，０００キロリットル
未満のもの 

１件につき３１０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５，０００キロリットル以
上１０，０００キロリット
ル未満のもの 

１件につき４３０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１０，０００キロリットル
以上５０，０００キロリッ
トル未満のもの 

１件につき７２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５０，０００キロリットル
以上１００，０００キロリ
ットル未満のもの 

１件につき９６０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上２００，０００キ ロ
リットル未満のもの 

１件につき１，２１０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
２ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上３００，０００キ ロ
リットル未満のもの 

１件につき２，９５０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
３ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上４００，０００キ ロ
リットル未満のもの 

１件につき３，６２０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４００，０００キロリット
ル以上のもの 

１件につき４，１７０，０００円 

岩 盤 タ ン ク に 係
る 特 定 屋 外 タ ン
ク貯蔵所 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
１，０００キロリットル以
上４００，０００キロリッ
トル未満のもの 

１件につき２，６６０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
４ ０ ０ ， ０ ０ ０ キ ロ リ
ットル以上５００，０００キ ロ
リットル未満のもの 

１件につき３，１９０，０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が
５００，０００キロリット
ル以上のもの 

１件につき４，７９０，０００円 

９ 流山市
火災予防
条例（昭
和３７年
流山市条
例第１２

水張検査 １件につき６，０００円 

水圧検査 ０．６キロリットル以下の
もの 

１件につき６，０００円 



号）第４７
条に規定
する水張
検査又は
水圧検査 

０．６キロリットルを超え
るもの 

１件につき１１，０００円 

 

 

  



別表第１６ 租税特別措置法関係 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１ 租税特別措置法第２８条の４第３項第７号
イ、同法第６３条第３項第７号イ又は同法第
６８条の６９第３項第７号イに規定する宅地
の造成が優良な宅地の供給に寄与するもので
あることについての認定の申請に対する審査 

１件につき８６，０００円 

２  租 税 特 別 措 置 法
第 ２ ８ 条 の ４ 第 ３
項 第 ５ 号 イ 、 同 法
第 ３ １ 条 の ２ 第 ２
項 第 １ ４ 号 ハ 、 同
法 第 ６ ２ 条 の ３ 第
４ 項 第 １ ４ 号 ハ 、
同 法 第 ６ ３ 条 第 ３
項 第 ５ 号 イ 又 は 同
法 第 ６ ８ 条 の ６ ９
第 ３ 項 第 ５ 号 イ に
規 定 す る 宅 地 の 造
成 が 優 良 な 宅 地 の
供 給 に 寄 与 す る も
の で あ る こ と に つ
い て の 認 定 の 申 請 
に対する審査 

 
 

造成宅地の面積が０．１
ヘクタール以上０．３ヘ
クタール未満のもの 

１件につき１３０，０００円 

造成宅地の面積が０．３
ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のもの 

１件につき１９０，０００円 

造成宅地の面積が０．６
ヘ ク タ ー ル 以 上 １ ヘ ク
タール未満のもの 

１件につき２６０，０００円 

造 成 宅 地 の 面 積 が １ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ３ ヘ ク タ
ール未満のもの 

１件につき３９０，０００円 

造 成 宅 地 の 面 積 が ３ ヘ
ク タ ー ル 以 上 ６ ヘ ク タ
ール未満のもの 

１件につき５１０，０００円 

造 成 宅 地 の 面 積 が ６ ヘ
ク タ ー ル 以 上 １ ０ ヘ ク
タール未満のもの 

１件につき６６０，０００円 

造 成 宅 地 の 面 積 が １ ０
ヘクタール以上のもの 

１件につき８７０，０００円 

３  租 税 特 別 措 置 法
第 ２ ８ 条 の ４ 第 ３
項 第 ６ 号 若 し く は
第 ７ 号 ロ 、 同 法 第
３ １ 条 の ２ 第 ２ 項
第 １ ６ 号 ニ 、 同 法
第 ６ ２ 条 の ３ 第 ４
項 第 １ ６ 号 ニ 、 同
法 第 ６ ３ 条 第 ３ 項
第 ６ 号 若 し く は 第
７ 号 ロ 又 は 同 法 第
６ ８ 条 の ６ ９ 第 ３
項 第 ６ 号 若 し く は
第 ７ 号 ロ に 規 定 す
る 住 宅 の 新 築 が 優
良 な 住 宅 の 供 給 に
寄 与 す る も の で あ
る こ と に つ い て の
認 定 の 申 請 に 対 す
る審査 

新 築 住 宅 の 床 面 積 の 合
計 が １ ０ ０ 平 方 メ ー ト
ル以下のもの 

１件につき６，２００円 

新 築 住 宅 の 床 面 積 の 合
計 が １ ０ ０ 平 方 メ ー ト
ルを超え、５００平方メ
ートル以下のもの 

１件につき８，６００円 

新 築 住 宅 の 床 面 積 の 合
計 が ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト
ルを超え、２，０００平
方メートル以下のもの 

１件につき１３，０００円 

新 築 住 宅 の 床 面 積 の 合
計が２，０００平方メー
トルを超え、１０，０００
平 方 メ ー ト ル 以 下 の も
の 

１件につき３５，０００円 

新 築 住 宅 の 床 面 積 の 合
計が１０，０００平方メ
ートルを超え、５０，０００
平 方 メ ー ト ル 以 下 の も
の 

１件につき４３，０００円 

新 築 住 宅 の 床 面 積 の 合
計が５０，０００平方メ
ートルを超えるもの 

１件につき５８，０００円 

４ 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第
４３号）第４０条の６第６項の規定による贈
与税に係る納税猶予適格者及び同政令第４０
条の７第２項の規定による相続税に係る納税
猶予適格者についての証明書の交付 

１件につき３００円 



５ 租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵
省令第１５号）第２３条の７第４２項第１号
及び第２３条の８第３２項第１号の規定によ
る引き続き農業経営を行っている旨及び農業
に従事している旨の証明書の交付 

１件につき３００円 

 



別表第１７ その他の事務 

手数料を徴収する事務の区分 金額 

１ 身分に関する証明 １件につき３００円 

２ 氏名、年齢、家族及び親族に関する証明 １件につき３００円 

３ 住所及び居所に関する証明 １件につき３００円 

４ 死亡及び埋火葬に関する証明 １件につき３００円 

５ 文書受理に関する証明 １件につき３００円 

６ 営業及び職業に関する証明 １件につき３００円 

７ 経歴及び褒賞に関する証明 １件につき３００円 

８ 公権及び資格に関する証明 １件につき３００円 

９  納 税管 理 人 、 財 産 管 理人 及 び 破 産 管 財 人
に関する証明 

１件につき３００円 

１０ 自動車の臨時運行許可申請に対する審査 １両につき７５０円 

１１ 公簿及び公文書に関する証明 １件につき３００円 

１２ 公簿、公文書及び土地図面の交付 １件につき３００円 

１３ 公簿、公文書及び土地図面の閲覧 １件につき３００円 

１４ 予防接種済証再交付 １件につき３００円 

１５ 土地、建物及び建築に関する証明 １件につき３００円 

１ ６  認可 地 縁 団 体 印 鑑 の登 録 及 び 証 明 に 関 
する条例（平成５年流山市条例第２２号） 
第１０条第１項に規 定する認可地縁団体 印
鑑の登録の証明 

１件につき３００円 

１ ７  生産 緑 地 に 係 る 農 業の 主 た る 従 事 者 に
ついての証明書の交付 

１件につき３００円 

１ ８  農地 法 （ 昭 和 ２ ７ 年法 律 第 ２ ２ ９ 号 ）
の 規 定 に よ る 許 可 を 要 し な い 土 地 に つ い て
の証明書の交付 

１件につき３００円 

１ ９  農業 経 営 の 実 態 に つい て の 証 明 書 そ の
他 の 証 明 書 の 交 付 (農 地 法 に 基 づ く も の を
除く。) 

１件につき３００円 

２ ０  流山 市 地 区 計 画 の 区域 内 に お け る 建 築
物 の 制 限 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 流 山 市
条 例 第 ３ ７ 号 )第 １ ７ 条 の 許 可 の 申 請 に 対
する審査 

１件につき７３，０００円 

２ １  高齢 者 、 障 害 者 等 の移 動 等 の 円 滑 化 の
促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ９ １
号 )第 １ ７ 条 第 ４ 項  (同 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項
において準用する場合を含む。)の規定によ
る申出に対する審査 

１件につき申出の内容に応じ、別
表 第 ９ の １ の 項 に よ り 算 出 し た
額 

２ ２  マン シ ョ ン の 建 替 え等 の 円 滑 化 に 関 す
る 法 律(平 成 １４ 年 法 律 第 ７８ 号 )第 １ ０ ５
条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 に 対 す る
審査 

１件につき１６０，０００円 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の流山市手数料条例の規定は、この条例の施

行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る

手数料については、なお従前の例による。 

 
 
 



議案第 ８０ 号  
 
 
   流山市税条例の一部を改正する条例の制定について  
 流山市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）

の一部の施行による外国人等の国際運輸業に係る所得に対する

相互主義による所得税等の非課税に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うためであ

る。  
  



   流山市税条例の一部を改正する条例  
 流山市税条例（昭和２６年流山市条例第８号）の一部を次のように改  
正する。  
 附則第１４条の４第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改  
め、同条第２項第１号中「附則第１４条の４第１項」を「附則第１４条  
の５第１項」に改め、同項第２号中「、附則第３条第１項、附則第３条

の３第１項及び附則第３条の３の２第１項」を「並びに附則第３条第１

項、第３条の３第１項及び第３条の３の２第１項」に、「附則第１４条の

４第１項」を「附則第１４条の５第１項」に改め、同項第３号中「附則

第１４条の４第１項」を「附則第１４条の５第１項」に、「租税条約等実

施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補

てん金等に係る雑所得等の金額」を「特定給付補塡金等に係る雑所得等

の金額」に改め、同項第４号中「附則第１４条の４第１項」を「附則第

１４条の５第１項」に改め、同条第３項中「第３２条及び」を「同条及

び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項第１号

中「附則第１４条の４第３項」を「附則第１４条の５第３項後段」に改

め、同項第２号中「、附則第３条第１項、附則第３条の３第１項及び附

則第３条の３の２第１項」を「並びに附則第３条第１項、第３条の３第

１項及び第３条の３の２第１項」に、「附則第１４条の４第３項」を「附

則第１４条の５第３項後段」に改め、「、第３３条の９第１項中「第３２

条第４項」とあるのは「附則第１４条の４第４項」と」を削り、同項第

３号中「附則第１４条の４第３項」を「附則第１４条の５第３項後段」

に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」

に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項第４号中「附

則第１４条の４第３項」を「附則第１４条の５第３項後段」に改め、同

条第６項中「附則第１４条の４第３項」を「附則第１４条の５第３項前

段」に改め、同条を附則第１４条の５とし、附則第１４条の３の次に次

の１条を加える。  
 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例）  
第１４条の４ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の



所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和

３７年法律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除

法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相

互免除法第１６条第２項に規定する特例適用利子等については、第 
３２条及び第３３条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等

所得相互免除法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において「特

例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１

号の規定により読み替えられた第３３条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金

額に相当する市民税の所得割を課する。  
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  
（１）第３３条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」と

あるのは、「総所得金額、附則第１４条の４第１項に規定する特例適

用利子等の額」とする。  
（２）第３３条の６から第３３条の８まで、第３３条の９第１項並びに

附則第３条第１項、第３条の３第１項及び第３条の３の２第１項の

規定の適用については、第３３条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１４条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第３３条の７第１項前段、第３３条の８、第３３条

の９第１項並びに附則第３条第１項、第３条の３第１項及び第３条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１４条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第 
３３条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１４条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。  
（３）第３４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第１４条の４第１項に

規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律



第１４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項及び第１５条第

１４項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に

係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項及

び第１５条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する特

定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法

第１１条第１１項及び第１５条第１７項において準用する場合を

含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しく

は同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第１８

項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡金

等に係る雑所得等の金額」とする。  
（４）附則第１条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１４条の４第１項

に規定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１４条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」とする。  
３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除

法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免

除法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得

相互免除法第１６条第３項に規定する特例適用配当等（次項において

「特例適用配当等」という。）については、第３２条第３項及び第４項

の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等につい

ては、同条及び第３３条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者

等所得相互免除法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項において

「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５

項第１号の規定により読み替えられた第３３条の２の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算

した金額に相当する市民税の所得割を課する。  
４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の第３５条の２第１項の規定による申告書

（その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その



時までに提出された第３５条の３第１項に規定する確定申告書を含

む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき

（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。  
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 
（１）第３３条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」と

あるのは「総所得金額、附則第１４条の４第３項後段に規定する特

例適用配当等の額」とする。  
（２）第３３条の６から第３３条の８まで、第３３条の９第１項並びに

附則第３条第１項、第３条の３第１項及び第３条の３の２第１項の

規定に適用については、第３３条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１４条の４第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第３３条の７第１項前段、第３３条の８、第 
３３条の９第１項並びに附則第３条第１項、第３条の３第１項及び

第３条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１４条の４第３項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第３３条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１４条の４第３項後段の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。  
（３）第３４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第１４条の４第３項後

段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年

法律第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１０項及び第 
１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規定する申告不

要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」

とする。  
（４）附則第１条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１４条の４第３項

後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１４条の４第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」とする。  



   附 則  
 （施行期日）  
１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。  
 （経過措置）  
２ この条例による改正後の流山市税条例附則第１４条の４の規定は、

この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２

条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規

定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当

等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等若しくは同法第 
１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について

適用する。  
   



議案第 ８１ 号  
 
 
   財産の交換について  
 市は、次のとおり財産の交換をする。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治  
 
 
１ 交換に供する財産の表示  
（１）種 目 土地  
（２）所 在 流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画

整理事業地内Ｃ６３街区３画地（仮換地）  
（３）面 積 ４，２００平方メートル  
２ 交換により取得する財産の表示  
（１）種 目 流山おおたかの森駅前市有地活用事業における公共  

施設（土地に定着するもの一式及び付随する備品一式

を含む。）  
（２）所 在 流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画  

 整理事業地内Ｃ６３街区１画地（仮換地）  
３ 交 換 目 的 多目的ホール、（仮称）市民窓口センター及び防災

備蓄倉庫で構成される公共施設の取得  
４ 交換の相手方 東京都中央区日本橋三丁目４番１０号  

スターツコーポレーション株式会社  
         代表取締役 磯﨑 一雄  
 
 



参考資料 

 

交換に供する財産 

１ 種目 土地 

２ 所在 流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理事業

地内Ｃ６３街区３画地（仮換地） 

３ 面積 ４，２００平方メートル 

４ 価格 ２，１４６，２００，０００円 

（１平方メートル当たり５１１，０００円） 

 

交換により取得する財産 

１ 種目 建物（土地に定着するもの一式及び付随する備品一式を含 

む。） 

２ 所在 流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理事業

地内Ｃ６３街区１画地（仮換地） 

３ 建物の規模 

（１）鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）２階建て 

（２）建築面積 ２，６５１平方メートル 

（３）延べ床面積 ３，３１８平方メートル 

４ 主な用途（括弧内は部屋等の数） 

（１）多目的ホール 

   ホール（１）、リハーサル室（１）、スタジオ（２）、楽屋（５）、

管理事務室兼受付（１）、舞台技術員控室（１）、調整室（１） 

（２）（仮称）市民窓口センター 

     事務室（１）、待合室（１）、相談室（２）、サロン（１）、会議室（２） 

（３）防災備蓄倉庫（１） 

５ 土地に定着する主なもの 

  樹木、照明、サイン、ベンチ 

６ 付随する主な備品 

  ピアノ、ドラムセット、譜面台、スピーカー、アンプ 

７ 引渡しの予定日 

  平成３１年３月１日 

８ 金額の内訳（消費税及び地方消費税を含む。） 



（１）設計費        ９８，２８０，０００円 

（２）工事費     ２，０３４，６６０，８４０円 

（３）その他諸経費     １３，２５９，１６０円 

        合計 ２，１４６，２００，０００円 



仮換地

所在地及び面積 所在 地目 登記地積（㎡）

流山市十太夫2番136 雑種地 1.98

流山市十太夫113番7 山林 627

流山市十太夫113番10 山林 1001

流山市十太夫116番23 雑種地 3.64

流山市市野谷字入台665番16 原野 346

流山市市野谷字入台665番19 原野 437

流山市市野谷字入台665番22 原野 508

流山市東初石5丁目166番1 山林 2573

流山市東初石5丁目166番2 山林 3364

流山市東初石5丁目141番32 山林 2689

土　地　目　録

従前の土地

流山都市計画事業新市街
地地区一体型特定土地区
画整理事業Ｃ６３街区３
画地

4,200㎡



契約の相手方の概要 

 

１ 法 人 名 スターツコーポレーション株式会社 

２ 自己資本の額 １１,０３９,４８４,６６７円 

３ 所 在 地 東京都中央区日本橋三丁目４番１０号 

４ 設 立 年 月 日 昭和４７年９月３０日 

５ 代 表 者 代表取締役 磯﨑 一雄 

６ 目 的  

（１）不動産の売買及び仲介並びに建築及び土木工事の請負等の事業を 

営む会社並びにこれに相当する事業を営む会社の株式を所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支配し、及び管理すること。 

（２) ペンション、ホテル、スポーツ・レジャー施設等の経営及び管理 

（３) 飲食店の経営 

（４）経営コンサルタント業務 

７ グループ会社 

スターツＣＡＭ株式会社、スターツホーム株式会社、スターツピタ

ットハウス株式会社、スターツデベロップメント株式会社、スターツ

コーポレートサービス株式会社、スターツアメニティ株式会社、スタ

ーツアセトマネジメント株式会社、スターツ出版株式会社、スターツ

ホテル開発株式会社、スターツケアサービス株式会社ほか 

８ 主な事業実績 

（１）篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト 

都営地下鉄新宿線篠崎駅前の区有地に定期借地権による官民複合

施設の開発事業と、区有地の売却による民間施設の開発を行う事業

を一体的に行うもの（平成２０年供用開始） 

（２）安城市中心市街地拠点整備事業 

ＪＲ安城駅中心市街地内の市有地において、公共施設の整備を行

うＰＦＩ事業と民間施設の整備等を行う定期借地事業を一体的に行

うもの（平成２９年供用開始予定） 
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議案第 ８２ 号  
 
 
   土地の減額貸付けについて  
 市は、次のとおり貸付料を減額して財産を貸し付ける。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治  
 
 
１ 財産の表示  
（１）種 目 土地  
（２）所 在 流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地  

 区画整理事業地内Ｃ６３街区２画地（仮換地）  
（３）面 積 ２，０００平方メートル  
２ 貸付けの相手方 東京都中央区日本橋三丁目４番１０号  

スターツコーポレーション株式会社  
          代表取締役 磯﨑 一雄  
３ 貸付条件  
（１）使 用 目 的 流山おおたかの森駅前市有地活用事業におけるホ

テル及び商業施設の敷地として使用する。  
（２）貸 付 期 間 流山おおたかの森駅前市有地活用事業における公

共施設の引渡しの日から平成８１年２月２８日ま

で  
４ 減額する額及び期間  
（１）減 額 限 度 額 １４，６４０，０００円（年額）  
（２）減 額 期 間 貸付の日から起算して１０年間  
 
 



 

参考資料  
 
   流山おおたかの森駅前市有地活用事業におけるホテル、商業施設

概要  
 
１ 建物の規模  
（１）鉄骨造１１階建て  
（２）建 築 面 積 １，０３３平方メートル  
（３）延べ床面積  
  ア ホテル部分  ７，９３６平方メートル（予定）  
  イ 商業施設部分   ２１５平方メートル（予定）  
        合計 ８，１５１平方メートル（予定）  
 
２ 用途（括弧内は部屋等の数）  
（１）ホテル  

客室（１６７）、バンケット（１～２）、レストラン（１）、フィッ

トネス（１）、大浴場（２）  
（２）商業施設  

カフェ（１）  
 
３ 流山おおたかの森駅前市有地活用事業における公共施設の引渡しの

予定日  
平成３１年３月１日  

 
４ 基準貸付料  

年額 １４，６４０，０００円  
＝６１０円／平方メートル・月×２，０００平方メートル×

１２か月  
 
５ 減額する額  
  基準貸付料（年額１４，６４０，０００円）にホテル及び商業施設

の延べ床面積に対するホテル部分の占める床面積の割合を乗じて得た

額  



 

 



仮換地

所在地及び面積 所在 地目 登記地積（㎡）

流山市東初石5丁目141番31 山林 39

流山市東初石5丁目142番5 山林 1147

流山市東初石5丁目166番3 山林 3264

流山市東初石5丁目570番4 原野 888

流山市東初石5丁目570番21 原野 41

土　地　目　録

従前の土地

流山都市計画事業新市街
地地区一体型特定土地区
画整理事業Ｃ６３街区２
画地

2,000㎡
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議案第 ８３ 号 

 

 

工事請負契約の締結について 

市は、次の工事請負契約を締結する。 

平成２８年１１月２４日提出 

流山市長  井 崎 義 治 

 

 

１ 契 約 の 名 称  新スポーツフィールド整備工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２７５，４００，０００円 

４ 契約の相手方  流山市三輪野山四丁目１８番地の６０ 

          中村・山崎特定建設工事共同企業体 

          構成員 流山市三輪野山四丁目１８番地の６０ 

         （代表者）株式会社中村組 

              代表取締役 中村 文隆 

          構成員 流山市大字鰭ケ崎４１４番地の４ 

              株式会社山崎建設工業 

              代表取締役 山崎 弘幸 



参考資料 

 

新スポーツフィールド整備工事概要 

 

１ 工事場所 流山市大字下花輪地先 

 

２ 概 要 

（１）工事概要 新スポーツフィールド整備工事 

（２）構造・規模 

ア 多目的広場  ２４，１５４．５５平方メートル クレイ舗装 

イ 駐 車 場 等  １１３台（うち身障者用２台）のほか５０台の駐

車スペース確保、駐輪場５０台 

アスファルト舗装 

ウ 調 整 池   貯留量 約７，５００立方メートル 

エ 附 帯 設 備  

（ア）防球ネット（多目的広場周り） 

高さ ４メートル、長さ ５３７メートル 

     高さ １０メートル、長さ ３７３メートル 

（イ）フェンス（調整池周り）  

高さ １．２メートル、長さ ４２５メートル 

（ウ）管理用通路 

幅員 ４メートル、長さ ８５０メートル 

   アスファルト舗装 

    （エ）散策路 

幅員 ２メートル、長さ ８２５メートル 

  （オ）外灯 

８基 高さ ３．５メートル 

  （カ）その他 

     雨水排水一式、散水栓一式 

（３）敷地面積 ５３，５７２．２３平方メートル 

 

３ 工 期 議会の議決の日の翌日から平成２９年１２月１５日まで 

 



４ 設 計 流山市江戸川台東４丁目１６７番地 

       株式会社新日本コンサルタント千葉営業所 

 

５ 施 工 流山市三輪野山四丁目１８番地の６０ 

       中村・山崎特定建設工事共同企業体 

 
６ 工  事  費 ２７５，４００，０００円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。 ） 
 

 

 



会 社 名

自 己 資 本 額

土木工事、舗装工事

許 可 年 月 日 とび・土工工事、建築工事

及 び 番 号 管工事　造園工事
水道施設工事

営 業 種 目

代 表 者

区　　　分 官　公　庁 民　　　間 合　　　計

平成２６年　９月期 333,739 90,662 424,401

平成２７年　９月期 564,258 84,454 648,712

（単位：千円） 平　　　均 448,999 87,558 536,557

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

過去の主な工事経歴   工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

平成２４年１２月１日～平成２５年９月３０日

野々下１号雨水幹線工事

２０７，３７５，０００円

平成２３年１０月４日～平成２４年９月２７日

過去２か年の年間平
均完成工事高

手賀沼２号汚水幹線工事（Ｔ６－３０７）

５２，２７２，０００円

平成２７年２月１１日～同年７月３１日

盛土造成工事（Ｈ２４－３）

１７５，９８０，０００円

平成２４年１月１８日
国土交通大臣許可（ 特－２３）第８４２１号
平成２４年１月１８日
国土交通大臣許可（ 般－２３）第８４２１号

土木工事、建築工事、舗装工事、とび・土工工事、管工事、水道施設工事、造園工事

代表取締役　中村　文隆

業    者    経    歴    表

株式会社中村組

134,917千円　　　(資本金額　20,000千円）

所 在 地 本　　　社 流山市三輪野山四丁目１８番地の６０



会 社 名

自 己 資 本 額

許 可 年 月 日 平成２７年８月１０日　　　　　　　　　　　　　　土木工事・とび・土工工事

及 び 番 号

営 業 種 目

代 表 者

区　　　分 官　公　庁 民　　　間 合　　　計

平成２６年　９月期 41,969 108,370 150,339

平成２７年　９月期 30,875 97,629 128,504

（単位：千円） 平　　　均 36,422 103,000 139,422

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

過去の主な工事経歴   工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

流山市大字鰭ケ崎４１４番地の４

土木工事、とび・土工工事、舗装工事

代表取締役　山崎　弘幸

平成２６年１月１７日～平成２８年３月２５日

千葉県知事（般—２７）第１２３１３号　　　　　　 舗装工事

業    者    経    歴    表

株式会社山崎建設工業

23,485千円　　　(資本金額　10,000千円）

所 在 地 本　　　社

公共下水道管きょ布設工事（西鰭Ｈ２５－１）

３６，９３９，０００円

平成２５年８月２８日～平成２６年５月１５日

過去２か年の年間平
均完成工事高

道路築造工事（Ｎ２７－２）

２８，７２８，０００円

平成２７年７月１７日～平成２８年１月３１日

道路築造工事（Ｈ２５－１）

２０，５２０，０００円
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議案第 ８５ 号  
 
 
   流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準

並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

 流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並び 

に事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例を別紙のとおり制定する。 

  平成２８年１１月２４日提出 

流山市長  井 崎 義 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働省令第１４

号）及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生

労働省関係省令の整備等に関する省令（平成２８年厚生労働省

令第５３号）の施行等に伴い、地域密着型通所介護に係る基準

を定めるほか、所要の改正を行うためである。   



   流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準

並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並び 

に事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年流 

山市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「第５章 認知症対応型通所介護（第１４条―第１９条） 

 第６章 小規模多機能型居宅介護（第２０条・第２１条） 

第７章 認知症対応型共同生活介護（第２２条・第２３条） 

第８章 地域密着型特定施設入居者生活介護（第２４条・第２５条） 

第９章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（第２６条・第

２７条） 

第１０章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護（第２８条・第２９条） 

第１１章 看護小規模多機能型居宅介護（第３０条・第３１条） 

第１２章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準（第３２条）」 

を 

「第４章の２ 地域密着型通所介護（第１４条―第１９条）  

第４章の３ 療養通所介護（第２０条・第２１条）   

第５章 認知症対応型通所介護（第２２条・第２３条） 

 第６章 小規模多機能型居宅介護（第２４条・第２５条） 

第７章 認知症対応型共同生活介護（第２６条・第２７条） 

第８章 地域密着型特定施設入居者生活介護（第２８条・第２９条） 

第９章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（第３０条・第

３１条） 

第１０章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護（第３２条・第３３条） 

第１１章 看護小規模多機能型居宅介護（第３４条・第３５条） 

第１２章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準（第３６条） 

第１３章 雑則（第３７条）                   」 

に改める。  
 第２条中「及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成



２７年厚生労働省令第４号。以下「改正省令」という。」を「並びに指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成２８年厚生労働省令第１４号）及び地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平

成２８年厚生労働省令第５３号」に改める。 

 第３２条中「改正省令」を「介護保険法施行規則等の一部を改正する

省令（平成２７年厚生労働省令第４号）」に改め、第１２章中同条を第

３６条とする。 

第１１章中第３１条を第３５条とする。 

第３０条中「第２０条」を「第２４条」に改め、第１１章中同条を第

３４条とする。 

第１０章中第２９条を第３３条とし、第２８条を第３２条とする。 

第９章中第２７条を第３１条とし、第２６条を第３０条とする。  
第８章中第２５条を第２９条とし、第２４条を第２８条とする。  
第７章中第２３条を第２７条とし、第２２条を第２６条とする。  
第６章中第２１条を第２５条とし、第２０条を第２４条とする。  
第１９条中「第１１条」の次に「及び第１５条から第１８条まで」を

加え、第５章中同条を第２３条とする。 

第１５条から第１８条までを削り、第１４条を第２２条とする。 

第４章の次に次の２章を加える。  
   第４章の２ 地域密着型通所介護 

 （基本方針） 

第１４条 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合

においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持

又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利

用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなら

ない。 

（非常災害設備） 

第１５条 指定地域密着型通所介護事業所は、利用者を火災、地震等の

災害から保護するとともに、被害を軽減させるために必要な設備を整



備しなければならない。 

（非常災害対策） 

第１６条 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害への対策として

避難、搬出その他必要な訓練の実施に当たっては、当該訓練に地域の

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 （食事） 

第１７条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に食事を提供する

場合は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適

切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に提供する食事に関し、

食材料の地産地消に努めるものとする。 

（衛生管理） 

第１８条 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所

介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよ

うに、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備

し、これを当該事業所の従業者に周知徹底すること等必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

 （準用） 

第１９条 第１１条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について

準用する。 

   第４章の３ 療養通所介護 

 （基本方針） 

第２０条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合におい

ても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向

上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならな

い。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当

たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看

護事業者（指定訪問看護事業者又は健康保険法（大正１１年法律第 

７０号）第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。）等



との密接な連携に努めなければならない。 

 （準用） 

第２１条 第１１条及び第１５条から第１８条までの規定は、指定療養

通所介護の事業について準用する。 

 第１２章の次に次の１章を加える。 

第１３章 雑則 

 （本市の区域の外の事業所に係る特例） 

第３７条 法第７８条の２第１項の申請に係る事業所又は法第７８条の

１２において準用する法第７０条の２第１項の指定の更新に係る事業

所が本市の区域の外にある場合であって、市長が必要と認めるときは、

第４条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定で定める基準

は、当該事業所の所在する市町村（特別区を含む。）において適用さ

れる基準によるものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年３月１日から施行する。  



議案第 ８６ 号  
 
 
   流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関

する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する 

基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な 

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のと 

おり制定する。 

  平成２８年１１月２４日提出 

流山市長  井 崎 義 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働省令第１４号）

及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整備等に関する省令（平成２８年厚生労働省令第

５３号）の施行等に伴い、所要の改正を行うためである。     
  



流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関

する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する 

基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な 

支援の方法に関する基準を定める条例（平成２５年流山市条例第９号） 

の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「第６章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準（第

１６条）                        」 

を 

「第６章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準（第

１６条） 

第７章 雑則（第１７条）                    」 

に改める。  
 第２条中「法及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成

２７年厚生労働省令第４号」を「特に定める場合を除き、法並びに指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令（平成２８年厚生労働省令第１４号）及び地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成

２８年厚生労働省令第５３号」に改める。 

 第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 雑則 

 （本市の区域の外の事業所に係る特例） 

第 １ ７ 条  法 第 １ １ ５ 条 の １ ２ 第 １ 項 の 申 請 に 係 る 事 業 所 又 は 法 第  

１１５条の３１において準用する法第７０条の２第１項の指定の更新

に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって、市長が必要と認

めるときは、第４条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定

で定める基準は、当該事業所の所在する市町村（特別区を含む。）に

おいて適用される基準によるものとする。 

   附 則 



 この条例は、平成２９年３月１日から施行する。  


